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発刊の言葉  

 

日本国際情報学会 会長 近藤大博 

 

社会科学は、その研究の歴史において、多くの先達の知恵と経験を蓄積させ現在があります。たしか

に知識の積重ねと経験に支えられた研究は重要です。それらの蓄積が各学問の礎としてあります。 

しかし、今日、国際化・グローバル化の波は、各学問の境界・領域・枠をいとも容易に乗り越えます。

各学問の境界・領域・枠を乗り越えたかたちで、新たな問題が生じています。 

各研究者は、従来の礎・専門領域に拘泥していては、新時代に、新たな問題に、対処・対応できませ

ん。 

また、グローバル化は、国境を超えての研究協力、積極的な情報の受発信の機会をもたらしました。

この機会を大いに活用すべきです。縦横に協働研究すべきです。研究成果を共有すべきです。 

今日の社会的・公共的問題は、知識・学問と社会・政治の境目にあります。さらには従来の学問体系

では対処不能・対応不能となっています。解決するためには、学際的な集団の確立と学際的な取り組み、

ひいては学際的な理論的枠組みが必要となります。 

つまり、21 世紀の現在、社会学・経済学・歴史学・心理学・哲学等々の専門領域・枠を超えた協働研

究が必要不可欠となってきているのです。 

既存の考え方・方法論、既存の専門分野にとらわれることなく、幅広く研究テーマを募りたいと存じ

ます。学際的な研究に積極的に発表の機会を与えたいと存じます。多くの方々が斬新的で視点の違う研

究を競い合う場を設定したいと存じます。 

日本国際情報学会は、上のような思いを密かに胸に、2002年 3月に設立されました。 

このたび、会員の研究を促進すべく、活動の成果を公表・公開すべく、学会誌発行を企画しました。

本誌がその創刊号です。 

今回発刊にあたり、多くの方々から、ご指導、ご支援を賜りました。厚く御礼申し上げます。 

本誌が、広く世に迎えられ、新しい社会の創造に多少なりとも寄与できますよう、さらに学問の垣根

が取り払われた研究の場として数多くの研究者に活用していただきますよう、祈念いたします。 

                                                         

2004年 5月 10日 

 

 

当学会の目的の一つは、日本語で思索する全世界の同学のフォーラムを形成することです。その目的

達成のためにも、従来の機関誌『国際情報研究』を刷新し、『日本国際情報学会誌』としました。新し

く編集実務を担当することになった編集委員会の諸兄の尽力あってのことです。 

全世界に読者を求めるため、インターネットにて公開発行いたします。もちろん、ダウンロードして

プリントアウトすれば、通常の紙媒体の冊子と同様になります。活用願います。なお、学会論文の質の

向上を目指すため査読の方式をも、今号をもって改めました。詳しくは、「投稿論文の査読について」

をご覧ください。 

当学会の会員層は産学官に属する人材で形成され、その研究テーマは総合社会情報研究を中心に幅の

広いジャンルを網羅しており、新たな学術的価値創造を可能にしています。今後、会員間のコミュニケ

ーションをより充実させ、社会に貢献する学会活動を目指したいと存じ上げますので、よろしくご協力

をお願い申し上げます。 

 

2008年12月5日 
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巻頭言 

新たな学問の「自由」な地平を求めて ――更なる発展を（４）―― 

                                                 佐々木    健         

 

ここに『Kokusai-joho』第７号をお届けします。 

 

ここ数年間、本誌巻頭言に、一つの同じ文言をかかげてきました。 

《今日は、新たな時代の誕生の時期であることは容易に見て取ることができるでしょう。  生みの苦しみ（labour）をとこと

ん引き受け、学問探究の新たな地平を切り拓く「精神の労働」（Arbeit des Geistes）が要請されることを言うまでもありま

せん。既存の知の区分、既成の思考の枠組みから「自由」に、思い切った「観念の冒険」（Adventure of Ideas）を存分に

行うことのできる思考実験の公共的な場を確保したいと念ずるものであります。》   （創刊号巻頭言より） 

「新たな学問探究の『自由』な地平の開鑿を求めて」――これが本誌刊行にあたっての私たちの念願であり、みずからに課し

た使命でもあります。この「願望と希求」を保持し、さらに展開させたいと願うものです。 

本誌創刊にあたっての原初の志向を確認したいと願うのみです。 

 

＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 

 

"Health is a dynamic state of complete physical, mental, spiritual and social well-being and not merely the absence of 

disease or infirmity." 

このWHOの「健康」の定義（の改正案文）もここに掲げてきました。冒頭の「健康」を「幸福」と置き換えて、人間存在にとっての

「幸福」とはなにか、を追究する機縁にしようという趣旨であります。 

人類の歴史の現時点において、私たちの「身体的」、「精神的」そして「社会的」な幸福の基盤は崩れ去ろうとしているのでは

ないか。私たちの各人が持って生まれた生来の資質（身体的、精神的な潜在可能性）を満遍なく開花させ、最も優れた立派

な形で発揮できるようにするための物的、社会的な基盤はまだまだ未整備ではないのか。人間はどうしてこの世に存在する

のか、どこへ向かっているのか、私たちはこのことに暗くてただただ迷っているのではないか。自分の存在「根拠」を認識し自

覚する営みの意味を忘却し、その営みの心的基盤は拭われているのではないか。 

現在の問題状況の根本は、人間の歴史的営みにおける自然史的過程と社会史的過程との相互浸透、精神のさまざまな領域

での人間活動の総体的過程、人間存在の社会的解放と精神的救済の課題、等々、こうしたさまざまな問題領域における問題

や案件が、これまでのどの時期にもまして、ますます大きく、いよいよ切実な緊急性をもって迫ってきているのではないかと

いう点にあるのではないでしょうか。 

新たな知の共同体が要請されるなか、本来の意味で、いよいよradicalな《Denkexperiment》を求められている――新たな

Commonwealth of Learningを構築するために。あのKönigsbergで活躍したある哲学者が自主的思考の「決意と勇気」の意味を

力説した所以も、本誌が目指すものの意味も、ここに収斂するのではないでしょうか。 



 

 

 

 

 

 

 

報告論文 

(自由投稿論文：Review) 

 

 

報告論文は審査・査読を行っておりません。 
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【論文】新シルクロード沿線地域の産業・貿易振興への日本の支援 
－物流課題の解決に向けて－ 

 
村越 稔 

日本大学大学院総合社会情報研究科 
 

Japan’s Support for the Promotion of Industry and Trade 

in the Region along the New Silk Road 
－Solution for the Issues of Transportation－ 

 
MURAKOSHI Minoru 

Nihon University, Graduate School of Social and Cultural Studies 

 

Among the Asian countries to where Japan moved its production bases, especially China achieved rapid 

development and even became to be called “The World’s Factory”. China is at present focusing on the 

economic development of an area along the New Silk Road, and is putting its strength into building up the 

transport and industrial infrastructure in this region. 

As this economic development form, I have chosen the automotive industry as my subject. I believe China 

built the production system with the Central Asian Countries, and that Japan can contribute to support them 

by providing the high-level technology cultivated till today. I surveyed the previous researches, and I found 

various issues to be resolved. I studied these issues and propose appropriate measures in this paper. 

Key Words: Central Asia, Automotive industry, Industrial agglomeration, International fragmentation, Overseas 

technical support 

 

1.はじめに 

近年アフガニスタン、アゼルバイジャン、ロシア、

ウクライナ等の黒海・カスピ海付近の情勢に、不安

や紛争が増えて来た。この周辺は従来日本との関係

が比較的薄かったが、最近になってユーラシア中央

部が注目されるようになってきた。 

また日本がバブル崩壊以後の低迷に喘ぐ時代にな

っている中で、中国の経済発展が目覚ましく、すで

に GDP は日本を抜き、いずれ米国をも抜く勢いを

見せている。現在中国は新シルクロードの繁栄再現

を目指す再開発を政策の 1 つの柱とし、新シルクロ

ード沿線周辺国はじめ、南アジア・アフリカ・中南

米にも交通・港湾インフラ整備や産業設備の投資を

支援している。中国の経済発展により、日本の世界

経済での活躍の場が減って来ている。今後は今まで

アジアで発展途上国と言われてきた国の産業が発展

し、注目される存在になると見ている。 

今後発展が見込まれる国や地域で、中国がリーダ

ーシップをとって事業の立ち上げ、運営を行うパタ

ーンが増えると考える。そうなってくると日本は、

かつての雁行型発展のように直接関与するのではな

く、より高度な長年培って来た技術を供与したり、

後方からバックアップする体制をとることで、存在

価値を示すことができるようになると考える。つま

り量（生産高）から質（高度技術）への転換を求め

られるようになってきていると考える。 

中央アジア、すなわち日本人的イメージでは「古

代シルクロード沿線地域」の現代経済に関し、日本

大学研究チームが長年研究をしている。その先行研

究を中心にレビューし、その発展形モデルを考えて

提案するとともに、その先行研究の中で提示された

物流の課題について、解決策を検討し、提案する。 

本稿の全体構成としては、「1.はじめに」で研究テ

ーマの選択理由について、「2.研究目的」でテーマの

研究目的および経緯を、「3.新シルクロード開発戦略

に関する先行研究」で先行研究をサーベイし、「3.1
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フラグメンテーションとアグロメレーション」で分

業と産業集中のメカニズムを、「3.2 日本・中国・カ

ザフスタンの工業発展の経緯について」で 3 国の歴

史的経緯を述べ、「3.3 本研究のモデル化」で本研究

の分業体制モデルを提案し、「3.4「ビーズ型」開発

戦略」でビーズ型に発展する構図とそれに必要な政

策措置を、「4.物流課題の解決に向けて」の「4.1 国

際物流における課題」で先行研究が挙げている課題

を、「4.2 課題に対する対策案」で 4.1 の課題に対す

る解決策を、「4.3 軌道の間隔相違問題」で軌道相違

に対する解決策を提案する。「5.むすびに」で本稿の

結果のまとめおよび今後の課題について述べる。 

 

2. 研究目的 

近年中国は経済成長で得た資金・経験を、世界中

の発展途上国に拡大しており、その活動が日本にも

延伸されることが期待される。バブル崩壊後停滞を

余儀なくされているような日本にとって、中国の感

化と交易ルート延伸を受けることが必要で、それに

はまず日本も支援の形で参加しておくことが重要で

ある。 

歴史的に日本は古代より近世まで中国に学び、発

展してきた。文化・経済は往来しながら相互に刺激

し合い、助け合って発展するものである。古代シル

クロードからもたらされた西域の先進文化によって

成長した日本が、工夫し改良してきた技術力を生か

して、今度は新シルクロード沿線経済が発展・延伸

して行くための支援として、どのような体制・役割

が良いかを明確にしたい。更にそれが日本の今後の

経済発展の原動力になるとも考える。 

中央アジアの社会状況を考えると、現地工業化の

産業として生産形態的には、中央アジアの中でも一

番経済が発展・先行しているカザフスタンでの自動

車組み立て生産から始めることが妥当であると考え

る。 

末廣（2018）では、中国は自動車産業が組み立て

生産だけでなく、タイヤ等のパーツの製造でも力を

つけており、中央アジアの自動車産業の推進ができ

るようになってきていると捉えている。但し市場性

の大きい国で行ったような大量生産・効率優先の大

規模な設備や投資をするよりも、当初は中央アジア

域内市場や中国、あるいはロシア市場向けになると

思われ、市場に合った生産量に見合う生産方式・設

備の検討が必要であると考える。エンジン等高精密

加工ユニットを当初は輸入し、現地生産できる部分

を加えてノックダウンになると考えるが、自動車の

車体パーツは大型で、梱包・輸送は大量の空気を運

ぶことになり、物流の検討も重要になってくるので、

本稿ではそこに研究目的の重点を置いて考察する。 

経済協力の点でカザフスタンを例にとれば、外務

省ホームページの ODA 実績表によれば、かつて日

本は 1 位だったが、2014～16 年は 4～5 位になり、

2017～18 年はベスト 5 に入っていない。経済交流

は低調になったが、外交交流は行われており、すぐ

に表舞台に出るのが難しいようであれば、当面は中

国の後方支援で貢献するのが良いと考える1)。 

現在中国が力を入れている西域のシルクロード沿

線地域の経済発展に対して、日本は何を、どのよう

な形態で支援を行うのが良いか、かつて日本の技術

を韓国・中国・フランスに展開する業務を担当した

経験を生かして貢献したいと考え、研究テーマに選

んだ。 

 

3. 新シルクロード開発戦略に関する先行研

究 

前節では各国間の分業分担について検討したが、

地域としての経済開発はどのように行えば良いので

あろうか。日本大学が中国の大学と共同研究を行っ

た「新シルクロードの経済発展に関する研究」の成

果として、一連の研究紀要を発表している。本稿で

はその先行研究を中心にサーベイし、中央アジアと

中国の協力・分業に対して、日本の後方支援モデル

を提案する。先行研究では、中央アジアの産業発展

には交通インフラの課題が多く、整備の必要性を指

摘している。本稿では、先行研究をサーベイした上

で、その解決策について考察し、提案する。 

 

3.1 フラグメンテーションとアグロメレーション 

本多（2007）は、現在の日本と中国の貿易につい

て、細分化された工程での国際分業としており、特

に部品点数の多い製品の生産をブロックに分解し，

立地条件に適して分散させるフラグメンテーション
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的分業による垂直的産業内貿易であるとしている。 

つまり H=O定理に基づいた生産要素を豊富に持つ

国同士での貿易というより、技術者集団が必要であ

る工程と、労働集約的工程があり、工程ごとの技術

特性により分散するという見解を述べている。 

本多（2007）は日中間貿易での国際分業は、すで

に工程ごとの技術特性を考えて細分化された工程レ

ベルでの国際分業になっている、として、図 1 を示

している。 

 

 

図 1 フラグメンテーションの図 

出所： 本多（2007、p.114）より転載。 

 

一方で本多（2007）は、分散より集中する方が規

模の経済性を生かせるので、産業集積したいという

アグロメレーション（産業集積）問題が発生する、

と分散から集中へ観点を移している2)。更にこのア

グロメレーション問題に関連して、「国境を越えた工

程間分業による企業内貿易、委託加工、部品および

その製品の相互補完的な取引という複雑な形態にな

っている」と述べている。 

 

3.2 日本、中国、カザフスタンの工業発展の経緯に

ついて 

ここで日本と中国の自動車産業発展の経緯や状況

について、以下簡単にまとめる。 

（1）日本の自動車産業 

最初は欧米製品の模倣や技術提携から始まった。

筆者が子供の頃、日本メーカーの車には技術導入し

た欧州のブランド名が付いていた。ただし日本人は

生産上やフィールドで出た不具合を１つ１つ丹念に

調べ、その対策と改良・工夫を重ねた。しかも設計

部門と製造部門が一体になって力を合わせて解決の

努力を重ね、世界に誇れる低燃費と高品質の車を作

った。そして高品質を保ちながら効率よく生産でき

る生産体制の合理化に日夜努力して、「貿易摩擦」を

起こすようになるまで発展した。 

また製造現場では配置転換によって技の幅を広げ、

熟練工や現場管理者を育てた。企業としては、彼ら

を長く引き留めておくために、長期雇用と年功型賃

金制度ができた。 

（2）中国の自動車産業 

中国も最初は国営企業がロシアや欧米の車を模倣

することから始まった。柯（2015）によれば、中国

政府の要請により 1985 年に上海汽車との合弁で、

上海フォルクスワーゲン（VW）が設立され、関税

や金融等の優遇措置が与えられ、政府主導で公用車

や国営タクシー会杜が採用し、経営は軌道に乗った。 

中国政府は VW に独占権を与えた代わりに、国産
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部品を品質改良して使用することを要求した。10 年

後に部品国産化率が 85%になった。しかし一方で中

国政府は、VW の独占になることを恐れ、1980 年代

末頃から世界の自動車メーカーに中国企業との合弁

会社の設立を許可した。日本のメーカーも次々に中

国の大手企業と合弁会社を設立した。 

それに伴って基幹部品の需要が増加し、供給力不

足問題が発生したので、次に中国政府は部品の外資

子会社を認め、部品産業の発展を図った。その後熾

烈な競争が展開され、乗用車の生産額は、2000年か

ら 10 年間で 20 倍に激増した。日系のメーカーは基

幹部品を日本から輸入し、一般部品は主に中国製を

使い、中国に進出した日本の部品メーカーは、部品

を日本へ大量に逆輸出した。 

（3）カザフスタンの工業発展 

カザフスタンは古代シルクロードの時代より、農

業や畜産業が主であった。独立後は石油、鉱物の地

下資源、水力発電等工鉱業関連の産業も盛んになっ

てきたが、工業製品は輸入に頼ってきた。1999 年

に資源輸出依存から国内の加工産業発展戦略を打ち

出した。カザフスタンは中国からの投資を望んでお

り、中国政府は中央アジア諸国との経済関係を強化

することで，西部地域の経済発展を図っている。 

 また李（2018）は、カザフスタンが直面している

産業振興における要因として以下を挙げている。 

自然条件としては相対的に劣悪である。特に北部

地方の冬の酷寒は半年間氷雪があり施工に不利で、

夏季は暑苦しく蚊が多い。人材に関しては高素質専

門技術人材が不足しており、職人は働き方が比較的

真面目だが、専門の技能素質は割合に低く、高い素

質の人材は欠乏して、その人材の海外流失が多い。

人件費としては 2016 年の月平均賃金は約 500 ドル

である。 

 

3.3 本研究のモデル化 

3.2 のような歴史的産業発展の経緯や現状から、

日本・中国・カザフスタンの分業体制について考察

するとカザフスタンは、潜在力はあるものの、まだ

自力での産業立ち上げのキャッチアップは先のこと

になると考えられ、経験のある国からの支援が必要

である。したがって本研究では、3.1 の図 1 のフラ

グメンテーション後の生産ブロックをさらに拡張し

て、貿易要素は中国－カザフスタン間では要素賦存

（資本、労働力）となり、中国－日本間では人的技

能（高度技術）になると考える。それに各国を当て

はめてモデル化すると図 2 となる。 

 

図 2 フラグメンテーション後の生産ブロック（矢印はサービスリンクを示す） 

出所： 筆者作成。 

 

図 2 で、各国の分業内容と要素を分類すると以下

となると考える。 

中国は生産技術の人材と設備を持ってカザフスタ

ンに生産拠点を作る。カザフスタンでは、土地・労

働力・資本を提供し、事業を立ち上げる（資本は現

地と合弁となる可能性も大きいであろう）。 

つまり図 2 の B は資本・生産技術を必要とする資

本集約的中間財であり、C は労働力を中心とする労

働集約的中間財である。 

日本は現地の設営・運営に直接関与しないが、技

術的な支援、特に高度技術や長い経験を必要とする

部分の設計・変更・部品供給を行い、支援する。ま
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たフィールドサポートの後方支援をすることで、収

入としてはコア部品の販売と技術支援のロイヤリテ

ィーとなる。つまり A は高度技術を必要とする知識

集約的中間財である。 

現地企業が事業を拡大し、経験を積んで行くに従

い、現地企業は国産化できる部品の生産、生産ライ

ンの変更、品質管理・改善を行う。現地で解決でき

ないような困難な問題については日本が支援する。 

日本は長年、世界中で得たフィールドデータや対応

経験によるノウハウを現地のスタッフに実地教育訓

練を行うことで貢献する。逆にまたそれにより、現

地での使われ方や環境条件を知ることで、次の製品

開発に応用することができ、さらなる技術革新を生

む可能性を持つことができる。これが 2 で述べた「技

術の相互授受」の伝統である。 

 

3.4 「ビーズ型」開発戦略 

前節では、フラグメンテーション／アグロメレー

ションによる生産ブロック化を核として、地域経済

が発展していくメカニズムを述べた。更にそのため

には関連する社会のインフラ整備や、政策措置が必

要であり、それを解明した先行研究があるのでサー

ベイする。陸（2009）によれば、1990 年代以降，

産業が一塊となってある地域に立地するのではなく、

細かい生産工程での国際分業になり、企業の立地選

択も変化して、生産工程別の分散立地が見られるよ

うになった、としている。そのような時代の流れに

従い、『ビーズ型』開発戦略は新シルクロード沿線地

域間の連携・一体化により経済格差の解消と地域全

体の共存共益を目指す新たな開発戦略である、とし

ている。 

そして陸（2009）は輸送手段の発達によって，か

つてのシルクロードより更に広く、日本・韓国から

中国－中央アジア－ヨーロッパを産業貿易ルートと

して結んでいる、としている。また陸は、産業集積

について Krugman などが示唆したように、既存の

中心都市はより強い集積力があり、対外輸送コスト

が低い国境付近地域では国際貿易の拡大につれて、

産業集積力が増していく、としている。新シルクロ

ードの各中核都市が『ビーズ』であり、「道路や鉄道

などの物流インフラでつながる産業貿易ルートの

『ネックレス』で結ばれている形となっている」と

述べ、この地域の経済開発が実現すれば，「経済発展

が実現されるとともに地域間の経済格差の解消にも

つながる」と述べている3)。 

 

 

図 3 「ビーズ型」開発戦略の構図およびその政策措置 

出所： 陸（2009、p.172）より転載。 
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更にその実現のためには産・官・学の一体化と、

規制緩和が必要であるとしている。それにはまず社

会サービス，インフラを充実させ、知的支援政策と

して，職業訓練等の支援と産学連携等が必須であり、

その構図を図 3 で示している。 

図 3 の産業支援策の中で、産業ブロックの立地条

件に関する先行研究については前節で述べたが、陸

（2006）は、農村の農業部門と都市の工業部門の 2

部門間において、農村の余剰労働力は、まず農村の

労働集約な製造部門である第三部門に移動する。経

済発展が進むと第三部門は成熟していき、都市部の

製造部門に吸収されるという三部門的経済発展のフ

レームワークを明らかにし、図 4 を示している。 

その例として、人民公社解体後の 1985 年頃から

中国農村部で増えた郷鎮企業があると考える。そし

てその経営が波に乗り、成長する企業や新たな郷鎮

企業が急増して、やがて始まった製造業を中心とす

る中国経済発展のルーツになっていると考える。 

 

 

図 4 三部門経済発展のフレームワーク 

出所： 陸（2006、p.255）を元に一部抜粋し転載。 

 図 4 において、陸は M2 の生産部門があることで

M1 の発生理由があり、ともに発展することができ

ると捉えている、外資合弁大企業と国内小企業－例

えば郷鎮企業とでは製品分野の分担が異なって来る。

合資大企業は大掛かりな近代設備を必要とする先端

技術製品を大量生産し、郷鎮企業は簡単な設備で、

安価な製品を短期間で製品化するという棲み分けで

ある。丸川（2013）は郷鎮企業の「山寨手機（安価

な携帯電話）」や電動自転車の例を紹介している。 

これらの製品は安価だが、安全性や信頼性は不十

分であり、開発途上国には大量に売れても先進国に

は売れず、合資大企業では作らない分野の製品であ

る。しかし高性能・高機能製品を買えないような地

域の M2とは異なる市場で、多くの人に歓迎される製

品であり、重要な産業である。 

図 3 の中で、ルート整備策の物流については次の

4 で述べ、知的支援ブロックについては、別の機会

に研究してまとめたい。 

 

4.物流課題の解決に向けて 

4.1 国際物流における課題 

辻（2009）は中央アジアでの輸送について、旅客

は道路を利用し、貨物は圧倒的に鉄道利用であり、

中国も同じであるとしている。従って、新シルクロ

ード地域の産業発展には、鉄道網の整備が重要であ

るとしている。 

しかし当時はまだ鉄道のインフラ整備は良好な状

態ではなく、以下のような問題を挙げている。 

① 旧ソ連時代に作られたので工業・軍事の必要性

により、中央アジアから南北方向へ線路が敷設

されており、カザフスタンを経由してロシアに

結ぶルートが主になっている。 

② 旧ソ連時代の国内輸送から国際輸送に変わった

が、通関や課税の手続きに手間取る。 

③ 同様に鉄道会社も分離され、車両を共有する協

定が無く、運行がスムーズにいかない。 

④ 貨車の貨物を封印するシステムが無く、国境を

越える度に検査を受ける手間がかかる。 

⑤ 軌道の間隔が旧ソ連のロシア・中央アジアと中

国・欧州で異なるため、その間の国境を越える

際に、貨物の積み替えが必要である。 
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4.2 課題に対する対策案 

前節で挙げられた課題に対しての現状および対応

策について考察し、以下に述べる。 

①については、呉（2011）が指摘しているように、

かつてのシルクロードである中国のウルムチとカザ

フスタン南部のアルマトイ間は、国境のホルゴスか

らアルマトイ間に鉄道が無いことで、かなり遠回り

になっていた。新線が開通したことで、距離で 340km、

8 時間と大幅に短縮できるようになり、カザフスタ

ン南部の経済・産業中心地との輸送が便利になった。 

一方で服部（2019）によれば、1990 年にキルギ

スタンを通ってウズベキスタン－中国間を東西に結

ぶ鉄道が計画されたが、その路線ではキルギスタン

国内の貨物量は 5％しかなく、キルギスタンにメリ

ットはない。キルギスタンとしては国内を南北につ

なぐ線路が欲しいが、ウズベキスタンと中国は興味

がない。そこでロシアに援助を求め、2018年ロシア

も関心を示し、参加協定に同意した。 

新シルクロードは、大きくは物流を東西に運ぶ交

易路であるが、それぞれの国や地域では更にその支

線も必要になって来るので、次に枝を広げる課題が

出てくるのは自然なことであると言えよう。 

②、③については、李（2019）によれば、現在は

運行運営のために「中欧班列プラットフォーム」と

呼ばれる企業があり、各国の鉄道会社、運送業者と

フォワーダー（輸出入や通関業務、運送手配等の取

扱業者）、検疫・検査等の調整や窓口業務を行ってい

る。有力なフォワーダーと緊密な関係を築いて運営

業務を支えており、問題は対策されているようであ

る。  

ここで李（2019）によると、フォワーダーに重慶

－ハンブルク間の輸送について、電話インタビュー

を行った結果、表 1 のように、中欧班列は国際海運、

国際空運の中間に位置している。中欧班列は国際海

運の 3 分の 1 の時間、国際空運の 3 分の 1 の輸送コ

ストである。 

 

表 1 重慶－ハンブルク間の輸送比較（2018 年にインタビュー実施） 

 
出所： 李（2019、p.33）を参照して筆者作成。 

 

また李（2019）は、2011 年～2018 年の運行列車

本数及び取扱貨物総額実績として、表 2 を示してい

る。2014 年から急に増加し続けている事が分かるが、 

 

その背景には習近平が 2013 年 9 月、カザフスタン

でシルクロード経済ベルト構想を発表したことがあ

る、としている。 

 

表 2 中欧班列の運行列車本数及び取扱貨物総額実績 

 

出所： 李（2019、p.33）を参照して筆者作成。 
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④については、横山（2017）によれば、ブロック

トレインというコンテナを積んだ貨車を出発地から

目的地まで、途中で編成替えせずに運行することで、

途中の通関検査を受けずに済む列車運行形態により、

解決されている。中欧班列で運送する貨物は、中国

と欧州間の直送が大部分なので、こうした運行形態

が可能になる4)。 

⑤については次節で詳細を述べる。 

 

4.3 軌道の間隔相違問題 

（1）軌道の間隔相違問題とその対策について 

4.1 で辻（2009）が指摘している軌道の間隔が旧

ソ連のロシア・中央アジアと中国・欧州で異なるた

めに、国境での貨物の積み替えが必要となる問題に

対して、環日本海経済研究所が主催したシンポジウ

ム「2019 北東アジア経済発展国際会議」において、

犬井（2019）が詳細な現況を発表している5)。その

質疑応答の時に、筆者は「日本でフリーゲージトレ

イン（自動車輪間隔変更機構）の研究をしており、

その技術を応用すれば良いのでは」と提案し、発表

者の犬井は鉄道会社ではないので、直接研究できな

いが、「将来的にこの中欧班列の部分的な改編の際に

は、日本の JR や関連企業の技術が必要だと考えて

いる」との回答をされている。 

 

 
図 5 フリーゲージトレインの可変車輪間隔 

出所： 国土交通省ホームページ（2022）を参照して筆者

作成。 

狭軌：日本の在来線 

標準軌：日本の新幹線、中国、欧州 

広軌：旧ソ連圏 

そのフリーゲージトレインについて、ここで国交

省の資料（2022）より紹介する。 

フリーゲージトレインとは、車輪間隔が図 5 のよ

うに可変できる車軸構造で、図 6 のような軌間変換

装置を通過する時に線路幅に合わせた車輪の間隔に

なる電車である。 

これにより、軌道幅の異なるレールの鉄道を、自

動的に継続して通行することができる。 

 

 

図 6 軌間変換装置と前後のレール幅 

出所： 国土交通省ホームページ（2022）より転載。 

 

（2）フリーゲージトレイン化への転換について 

フリーゲージトレインは、日本では新幹線と在来

線の両方に乗り入れでき、乗り換える手間を不要に

できることで、地方路線との接続に応用するための

研究・実験を行っている。その寿命試験で、2014

年に機構の摩耗問題が報告された。佐賀県の配布資

料（2022）によれば現在対策の推進中であるが、機

械工学や金属工学的には、十分経験を積んでいる問

題であり、材料や機構を改良すれば解決できる問題

であると考える。また最初に立てた目標寿命に無理

があるのならば、メンテナンスの周期を短くするこ

とで、当初の計画より保守費用は上昇するが、技術

的には運行可能と考える。佐賀県の配布資料（2022）

によれば、2024 年までに解決し、量産を始める見通

しである6)。 

海外でも国土交通省ホームページ（2022）によれ

ば、スペインのマドリード～バルセロナ間で 2006

年より導入されている7)。 

このように技術的には可能であり、中欧班列も更

に本数、貨物量が増えれば、フリーゲージトレイン

に変更する投資・転換をすることで、積み替えに要

している時間と費用の削減が出来ると考える。 
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しかしこの問題は、他に国家安全保障の思惑があ

る。それは国際紛争が起きた場合、フリーゲージト

レインでは簡単に戦車や戦略物資を運ぶことができ、

戦況に大きく影響するという危惧である。（ロシアが

欧州と鉄道の軌道幅を変えた理由がそれである、と

も言われている） 

この問題は表立っては論議されないし、日本では

情報をつかみ難い。筆者は軍事防衛関係の専門では

ないが、以下のように考える。 

かつて有人飛行機による敵からの攻撃は防御する

こともできたが、現在はドローンを使えば、敵陣の

鉄道路線の破壊は容易にできてしまう時代になって

いる。中央アジアの草原地帯では、道路が破壊され

ても、軍用大型車両ならば、速度は落ちるが、どこ

でも自由に走行できる。一方鉄道は１か所破壊され

れば、そこから先へは進めない。従って、戦略物資

の輸送を鉄道に頼る計画自体に無理があり、逆に言

えば、鉄道で武器が運ばれることを恐れるより、平

和時に効率よい輸送を行う方が、沿線地域国にとっ

て、ずっと得策であると考える。 

 

(3) 高速鉄道化 

一方で、謝（2020）によれば、中国の高速鉄道を

中央アジア～ロシアに延伸させる計画もある。中国

は国内では急速に高速鉄道を発展させており、更に

海外への普及活動も精力的に行っている。インドネ

シアのように、日本の新幹線と競合する例も出てい

る。在来線のフリーゲージ化より、高速鉄道で欧州

と繋がる方が、先になる可能性もある。 

日本では世界に先駆けて本格的なリニア新幹線を

敷設中であるが、リニアが発達すれば、国際交通は

航空機からリニアに移る時代になると考える。その

時代になると、多くの日本人は中国・中央アジア・

ロシアを通過して世界に出て行くことになる。もと

もと本研究は将来、航空機よりリニアによるユーラ

シア横断の時代になることを予想して、そのために

は今からそれらの国に貢献しておく必要があり、そ

れを研究テーマにしたいと考えた、という動機を背

景にしている。技術や経済の発展状況に応じたイン

フラ整備を、少なくとも技術的には解決できる見通

しを提案したい。 

 

5.むすびに 

本研究では次の結果が得られた。第一に、新シル

クロード沿線地域の産業・貿易振興についての先行

研究をサーベイしたことで、日本の支援モデルを提

案できた。つまり、日本・中国・カザフスタンの 3

つの国で分業体制を作り、日本の高度技術を中国に

対して行い、かつて日本が行った生産技術伝播を中

国がカザフスタンに対して行う、というモデルが良

い。第二に、新シルクロードがビーズ型に発展して

行くためのインフラ整備には課題があるが、克服し

て行く方法について提案した。本稿では、物流課題

に重点を置いて解決策を提案した。 

今後の課題として、いかに日本の技術を海外に伝

えるか、その技術伝播の手段や研修方法として、ど

のような形態が良いかについて考察し、まとめる。 

ここで補足として、柯（2015）は「日本の技術を

再び必要とする時」の項で、以下の見解を述べてい

るが、これに対して筆者は疑問を呈しておきたい。 

現在の中国自動車業界の課題は新型エコカーの

開発で、スマート・シティでの電気自動車が望ま

れる。その開発には、新技術が摺り合わされ、日

本の得意分野だ。中国が日本の技術を再び必要と

する時は、間もなくやってくる。 

上記意見に対し筆者は、中国はエンジンを作る技

術がないので、電気自動車に一気に持って行きたも

のと見ている。しかし IT 技術の応用は中国の方が

はるかに進んでいる。日本は未だにスマホを持って

いない人がいるが、中国は買い物も QR コードで済

ます時代になっている。 

筆者は中国で、語学検定試験の申込申請しようと

したことがあるが、ネット申請でしか受け付けても

らえない。しかも送金手数料は無料である。銀行口

座が無いので、中国人に現金を渡して申込手続きし

てもらった。韓国でも地方では切符売り場が無く、

観光案内所の韓国人に現金を渡してネット購入して

もらい、彼のスマホの QR コードをスマホで撮影し

てバスに乗ることができた。 

一方で日本の政府内は、今でも FAX 通信連絡と

のこと。先日あった誤送金問題も「銀行に渡したフ

ロッピーディスクのデータが間違っていた」ことが
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原因と聞いて、何十年前の話かと思った。もう死語

である。世界を知る努力を怠ると、本稿がいずれ絵

に描いた餅になってしまうのでは、と危惧する。 

そうならないようにするために、先行研究を参考

にしながら、さらに深く研究して行く予定である。 

 

参考文献 

柯隆（2015）『日系自動車メーカーの中国戦略』東洋経済

新聞社。 

呉逸良（2011）「ホルゴスは中国西部の深圳になるか」『研

究紀要』第 41 号、日本大学経済科学研究所、

pp.73-95。 

謝志海（2020）「中国の「高速鉄道外交」」、『共愛学園前

橋国際大学論集』、No.20。 

末廣昭（2018）「「中所得国の罠の克服」:「タイランド 4.0」と

タイ大企業の対応能力」『経済志林』85 巻 4 号、法政大

学経済学部学会、pp.67-129。 

辻忠博（2009）「新シルクロード地域における「ビーズ型」

開発戦略を通じた経済発展の可能性について」『研究

紀要』第 39 号、日本大学経済科学研究所。 

服部倫卓(2019)「一帯一路の沿線国としてのロシア・ユー

ラシア諸国の経済的利害―鉄道部門を中心に―」『ロシ

ア・東欧研究』第 48 号、pp.36-37。 

本多光雄・呉逸良・陸亦群・井尻直彦・辻忠博（2007）『産

業集積と新しい国際分業―グローバル化が進む中国経

済の新たな分析視点―』文眞堂。 

丸川知雄（2013）「現代中国経済」有斐閣アルマ。 

李自国（2018）「“一帯一路”与欧亜空間」新華書店。 

李瑞雪（2019）「一帯一路構想（BRI）と『中欧班列』：国際

物流の新展開」『ERINA REPORT No.147』環日本海

経済研究所。 

陸亦群（2006）「発展途上国における経済発展と産業集積

―中国の地域経済開発の事例を踏まえて―」『研究紀

要』第 36 号、日本大学経済科学研究所。 

陸亦群（2009）「シルクロードの地域経済発展と「ビーズ

型」開発戦略」『研究紀要』第 39号、日本大学経済科学

研究所。 

 
1) 外務省『カザフスタン共和国（Republic of Kazakhstan）基礎データ』

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/kazakhstan/data.html#section1（最

終アクセス日 2021.12.19）。 

2) 本多光雄（2007）「第 4 章日本・中国間貿易に見られる国際分業と産

業集積に関する一考察」、本多光雄・呉逸良・陸亦群・井尻直彦・辻忠博

 
『産業集積と新しい国際分業―グロ―バル化が進む中国経済の新たな

分析視点―』文眞堂（所収）、p.118。 

3) 陸亦群（2009）「シルクロードの地域経済発展と「ビーズ型」開発戦略」

『研究紀要』第 39 号、日本大学経済科学研究所、p.170、p.172。 

4) 横山豊茂（2017）『ユーラシア物流の最新事情』、ERINA ビジネスセミ

ナー、環日本海経済研究所ホームページ、 

https://www.erina.or.jp/activities/seminars/chiiki/business-2017/chiiki

-2017-0317/、（最終アクセス日 2022.06.20）。 

5) 犬井健人（2019）『中国欧州間鉄道輸送に関する実情と日通の取り組

み』、ERINA REPORT No,147、pp.40-41。 

6) 佐賀県配布資料（2022）『フリーゲージトレインの技術開発を巡る経

緯』、幅広い協議（第６回）、

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00384640/3_84640_231325_up_wadmlc1y.

pdf（最終アクセス日 2022.06.20）。 

7) 国土交通省『軌間可変電車（フリーゲージトレイン）の技術開発状況に

ついて』、  https://www.mlit.go.jp/common/000192538.pdf 

（最終アクセス日 2022.06.20）。 

 

 



日本国際情報学会誌『Kokusai-Joho』 7 巻 1 号                      2022 年 7 月 24日発行 

 

13 
 

高レベル放射性廃棄物問題をめぐる社会的合意形成 
―高知県東洋町と北海道寿都町における文献調査をめぐる事例の比較分析― 

 
出雲 晃 

日本国際情報学会 

 

Building Societal Consensus on High-level Radioactive Waste Issues 
―Comparative Analysis on the Cases regarding Literature Surveys in Toyo Town in Kochi 

Prefecture and Suttsu Town in Hokkaido Prefecture― 

 

IZUMO Akira 

Japanese Society for Global Social and Cultural Studies 

 

In Japan, finding a candidate site suitable for safe and reliable disposal of high-level radioactive waste 

(HLW) has long been a significant challenge due to people’s antagonistic attitude, which is often referred to 

as the “Not In My BackYard (NIMBY) syndrome”. In January 2007, Toyo Town in Kochi Prefecture applied 

for a literature survey, which comprised the first stage of the siting process for a final disposal site for HLW, 

as provided in the Designated Radioactive Waste Final Disposal Act. However, the municipality 

experienced serious dispute among the citizens over the Toyo Town Mayor’s decision, and subsequent to 

the mayoral election in April 2007, the newly elected mayor immediately withdrew the application for the 

literature survey. In October 2020, Suttsu Town in Hokkaido Prefecture applied for a literature survey, and in 

November 2020, the survey started in the municipality. However, Town council members and citizens 

opposing the survey launched campaigns against the HLW repository siting process and the Suttsu Town 

Mayor’s decision. Based on comparative analysis of these cases in the respective municipalities from the 

viewpoint of procedural fairness, this paper discusses the factors causing the disputes and opposition, and 

highlights the importance of engaging stakeholders in building societal consensus before making political 

decisions. 

1.はじめに 

日本は半世紀以上にわたり原子力発電を基幹電源

の一つに位置付けてきた。しかし、「トイレなきマン

ション」と揶揄されるように、原子力発電によって

発生する放射性廃棄物の問題、とりわけ、原子力発

電所の原子炉から出てくる使用済燃料や、使用済燃

料を再処理した後に出てくるガラス固化体等の高レ

ベル放射性廃棄物（High-level radioactive waste、以

下、HLW）の問題は未解決のままである。その理由

の一つは、HLW 処分施設の立地が「NIMBY（Not In 

My BackYard）」（以下、NIMBY）問題を内包するた

めである。NIMBY とは、施設の重要性や必要性は

理解するものの、自分の家の近所や地域内に立地す

ることには反対する人びとの心理傾向である。 

日本政府は、HLW の最終処分1)を計画的に、かつ

確実に進めるため、2000 年（平成 12 年）6 月に『特

定放射性廃棄物の最終処分に関する法律（平成 12

年法律第 117 号）』（以下、最終処分法）を制定し、

また、同年 10 月に『特定放射性廃棄物の最終処分に

関する基本方針』（以下、基本方針）を定めた2)。最

終処分法では、HLW 処分施設の立地選定に向け、文

献その他の資料等による調査（以下、文献調査）、ボ

 
1) 「最終処分」とは、放射性廃棄物の安全性およびセキュリティを確保す

るために、社会による継続的な監視、制度的な担保や保障、資金的ある

いは人的な資源の投入を伴う能動的な管理に頼る必要がない状態に処

分することである（放射性廃棄物WG, 2014, p.7）。 
2) 最終処分法と基本方針は、その後の技術の進歩や事情の変化に合わ

せて数次改正、あるいは改定されている。 
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ーリング調査と物理探査等による概要調査、地表か

らの調査と地下施設（坑道）における調査等による

精密調査の三段階の調査を実施することとされてい

る。なお、文献調査から精密調査までは 20 年程度の

期間を要すると想定されている。 

文献調査の開始に当たっては、HLW 処分の事業主

体である原子力発電環境整備機構（Nuclear Waste 

Management Organization of Japan、以下、NUMO）3)

が調査受入れ自治体の公募を行い、自治体からの応

募を受け付けたうえで行うこととされている。また、

NUMO による公募に加え、国から自治体への申し入

れによって文献調査に着手する仕組みも導入されて

いる。2002 年（平成 14 年）12 月、NUMO は、HLW

処分施設の立地選定プロセスを進めるため、全国の

自治体を対象に文献調査の公募を開始した。2007 年

（平成 19 年）1 月、高知県東洋町が文献調査に対し

正式に応募した。しかし、文献調査への応募の賛否

をめぐって町を二分する論争に発展し、同年 4 月の

町長選挙を経て応募を取り下げた。高知県東洋町以

外では、熊本県御所浦町（現天草市）、鹿児島県笠沙

町（現南さつま市）、高知県津野町、福島県楢葉町等

の自治体が文献調査への応募に関心を示したものの、

いずれも自治体内で反対運動が起き、応募には至っ

ていない（日本原子力産業協会高レベル放射性廃棄

物処分勉強会, 2010, pp.4-6）。 

2020 年（令和 2 年）10 月 9 日、北海道寿都町が文

献調査への応募を行い（NUMO, 2020a, p.1）、また、

同年 10 月 15 日、北海道神恵内村が文献調査の実施

についての国からの申し入れを受諾する文書を提出

した（NUMO, 2020b, p.1）。同年 11 月 17 日からこれ

らの自治体で文献調査が開始されている。さらに、

2021 年（令和 3 年）4 月から、これらの自治体でそ

れぞれの地域住民を集めて「対話の場」4)が開催さ

れており、HLW 処分施設の立地選定プロセスが少し

ずつ進んでいるようにみえる。しかし、寿都町と神

恵内村では文献調査に反対する地域住民による抗議

活動が起こり、また、北海道知事や周辺自治体の首

 
3) NUMOは、HLW処分事業を実施するため、最終処分法に基づき、

2000 年（平成 12年）10月に設立された経済産業大臣の認可法人。 
4) 「対話の場」とは、「多様な関係住民が参画し、最終処分事業について、

情報を継続的に共有し、対話を行う場」（閣議決定, 2015, p.4）である。 

長も反対の立場を表明している。寿都町では同年 10

月 26 日に町長選挙が実施され、現職の町長が文献調

査への反対を掲げた新人候補を抑えて当選し、文献

調査の継続を表明した。神恵内村でも 2022 年（令和

4 年）2 月 27 日に村長選挙が実施され、文献調査を

進める現職の村長が当選した。 

北海道寿都町が文献調査に応募するまでの経緯や、

その前後の賛成派と反対派の動きを見ると、高知県

東洋町の事例と類似する点がいくつかあると考えら

れる。先の町長選挙の結果を踏まえた寿都町での文

献調査の進展や、現在も行われている「対話の場」

での議論等を引き続き注視する必要があるものの、

寿都町における文献調査への応募に関する意思決定

とその前後の過程から、地域住民間の紛争や反対運

動が生じる要因を明らかにすることは、今後、日本

国内の他の自治体において文献調査への応募が議論

になった場合に対し、教訓を与えるものである。そ

こで、本稿は、高知県東洋町の事例と北海道寿都町

の事例を取り上げ、比較分析を行ったうえで、これ

らの事例の中で類似する課題と論点を抽出し、日本

において HLW 問題をめぐる社会的合意形成5)を実

現するための示唆を導出する。 

 

2. 先行研究の概要および本稿の視座と方法 

本章では、高知県東洋町の事例を扱う先行研究を

概説したうえで、本稿の視座と方法について述べる。 

 

2.1 高知県東洋町の事例を扱う先行研究 

2002 年（平成 14 年）12 月に NUMO が文献調査

に関する公募を始めてから 2020 年（令和 2 年）10

月に北海道寿都町が文献調査に正式に応募するまで

の間、高知県東洋町が、唯一文献調査に正式に応募

し、しかも町内の対立を経て、最終的には応募を取

り下げるという特異な経緯を持つ事例であり、また、

日本の HLW 問題をめぐる取組を考えるうえでも重

要な事例である。高知県東洋町の事例を取り上げる

先行研究はいくつか存在する。 

 
5) 本稿における「社会的合意形成」とは、HLW問題のような社会的課題

に対し、多様な価値観を有する利害関係者（ステークホルダー）が、納得

のいく経過を踏んで熟議し、共通の認識と理解を得て、社会にとって最

適な解決策を見出すことである。 
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和田・田中・長崎（2009）は、高知県東洋町の事

例において、住民が短期間で反対との結論に至った

原因事象と、町長選挙において 3:7 で賛成派が敗れ

た数的根拠に関する分析を行っている。そのうえで、

賛成層や反対層等の HLW 処分に興味や知識を持っ

ている層、すなわち「興味既得層」ではなく、賛成

層にも反対層にも属さない中間層で、かつ HLW 処

分に関する興味や知識が乏しい「興味未高揚層」に

対し説明と対話を行うアプローチの重要性を指摘す

るとともに、「興味未高揚層」をターゲットとした

HLW 処分の社会受容プロセスモデルを提示してい

る。西郷・小松崎・堀井（2010）は、新聞や各種文

献、資料等の調査に加え、当時の町長等の推進派と、

町議や有力住民等の反対派にインタビューを行い、

HLW の処分地決定に係る紛争の政治過程を追い、対

立要因とその解決策を分析している。そのうえで、

公募方式による HLW 処分地決定プロセスは、応募

した自治体が交付金6)を受け取る構図になっている

ことから、「金目当ての応募」との周囲からの批判に

反論できないという制度そのものに起因する解決困

難な対立要因が存在することを指摘している。 

浜田（2014）は、高知県東洋町の HLW 処分場誘

致運動とその挫折の背景や政策上の課題を考察した

うえで、HLW 処分場選定に際して住民の理解を得て

合意に至ったフィンランドやスウェーデン等の海外

の事例を踏まえ、立地選定プロセスにおける徹底し

た情報公開と透明性の確保、第三者の知見を交えた

環境アセスメントの実施、一般市民との質疑応答や

対話を含む総合的なリスク・コミュニケーションを

通じた合意形成の重要性を指摘している。上村・川

本（2014）は、HLW 処分をめぐる社会的合意形成を

進めるためには、専門家と利害関係者（以下、ステ

ークホルダー）の間の認識の共有を図ることが重要

との問題意識を踏まえ、高知県東洋町の事例に関わ

った専門家とステークホルダーを対象に意識調査を

行い、HLW 処分の現状および問題点を国民が認識す

るうえで重要と考える項目と内容について、専門家

とステークホルダーの間で共通する、または相違す

 
6) 文献調査の段階では、調査を受け入れた自治体に対し、1年間に 10

億円、最大 20億円の交付金が支払われる。また、概要調査の段階では、

1年間に 20憶円、最大 70憶円の交付金が支払われる。 

る項目と内容を抽出、分析したうえで、情報を提供

する専門家と情報を取得するステークホルダーの間

では問題認識の構造に違いがあることを示している。 

また、学術的な先行研究ではないが、日本原子力

産業協会高レベル放射性廃棄物処分勉強会（2010）

は、高知県東洋町や他の自治体の事例、海外の事例

および原子力立地地域の意見等を踏まえ、HLW 処分

事業に対する理解の促進に向けて、国が前面に立っ

た取組、都道府県や周辺地域がプロセスの当初から

関与するための取組、冷静な議論を行うための取組

等に関連する提言をまとめている。 

 

2.2 本稿の視座と方法 

北海道寿都町が文献調査に応募するまでの経緯や、

その前後の賛成派と反対派の動きを見ると、高知県

東洋町の事例と類似する点があると考えられる。ど

ちらの町も農業と水産業が産業の中心であり、過疎

化が進み、財政悪化への対応が町の課題である。2007

年（平成 19 年）1 月時点の高知県東洋町の田嶋裕起

町長は複数の任期にわたって町長を務め、文献調査

に応募するという自らが行った判断や意思決定に自

信を持っていた。北海道寿都町の片岡春雄町長も複

数の任期にわたって町長を務めており、長年の経験

に基づく判断力と決断力により文献調査への応募を

強力に進めた。しかし、いずれの町でも町内外から

反対の声が上がるという状況を招いている。すなわ

ち、高知県東洋町の事例で指摘されているように、

北海道寿都町においても、「非公開的に政府、自治体

や首長間で排他的な意思決定を行い、既定路線化し

た後に情報が断片的に提示され、紛争となるという

パターン」（浜田, 2014, p.153）に陥る可能性がある。 

また、どちらの事例でも文献調査への応募を急ぐ

あまり、地域住民、関係団体、周辺自治体等との間

で十分なコミュニケーションが行われていない状況

がうかがえる。とりわけ、地域住民に対し、HLW 問

題とその解決の必要性、HLW 処分施設の立地選定プ

ロセスの仕組み、文献調査の意義、HLW 処分施設の

立地がもたらすリスクとベネフィット等についての

情報が十分に共有されないまま、文献調査への応募

が進められている。今後、北海道寿都町で住民投票

が行われる場合、高知県東洋町の事例と同様に、地
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域住民は、HLW 問題への対応の必要性や文献調査の

意義を十分に吟味しないまま、賛成派、あるいは反

対派に参加する人びとの信頼性や、彼らから提供さ

れる情報の信頼性といった「周辺的な手がかりによ

って態度を決めてしまう」（和田ほか, 2009, p.20）結

果となる可能性がある。 

さらに、高知県東洋町の事例も北海道寿都町の事

例も、町長が町の財政運営に苦慮しており、文献調

査を実施することによって得られる交付金に魅力を

感じて文献調査への応募の手続きを進めている。ど

ちらの事例でも、地域住民は、文献調査に応募し、

交付金を受け取ってしまうと、もはや引き返すこと

ができず、そのまま HLW 処分施設の立地を押し付

けられるのではないかと不安に思い、文献調査への

応募に反対している。また、どちらの事例でも、知

事が、交付金によって地方自治体からの応募を促す

という国の手法を、「札束で頬をたたくやり方」と批

判している。高知県東洋町の事例と同様に、北海道

寿都町の事例においても、現職の町長が文献調査の

意義を説明しても地域住民は納得しておらず、結局

のところ、「金目当ての応募であるという批判に反論

できない」（西郷ほか, 2010, p.95）という状況に陥る

可能性がある。 

本稿では、これらの問題は、文献調査をめぐる意

思決定において、手続き的公正を確保した社会的合

意形成プロセスの枠組みが適切に整備され、運用さ

れていないことから生じるものと考える。手続き的

公正とは、意思決定に至るまでの手続きがどのくら

い公正に行われたかについての人びとの主観的評価

である。HLW 処分施設に限らず、他の公共事業にお

いても、NIMBY 問題や多様なステークホルダーの

思惑や意見の対立によって計画どおりに進まないこ

とがある。公共事業等に対するステークホルダーの

賛成度、あるいは社会的受容の程度は、事業内容の

公正さ、あるいは適正さだけでなく、事業の推進に

関する意思決定までの手続きの公正さによって強く

規定される。人びとが手続き的公正さを判断する基

準、換言すれば、公正な手続きにおいて考慮される

べき重要な条件については、表 1 のとおり、実証的

研究によっていくつかの理論的仮説が示されている。 

 

表 1 手続き的公正の条件 

Leventhal

（1980） 

①一貫性（人や時間に限らず同じ扱い

を受けること）、②偏見の抑制、③情

報の正確さ、④修正可能性（意思決定

を変更、修正する機会）、⑤代表性（ス

テークホルダーのバランスが取れて

いること）、⑥倫理性（意思決定者が

基本的道徳や倫理に反しないこと） 

Tyler & Lind

（1992） 

Leventhal の基準に加えて、 

①発言が意思決定者に受け止められ、

考慮されたと感じる考慮感 

②意思決定者が誠実に対応している

と感じる誠実さ 

馬場（2002） ①代表性（ステークホルダーのバラン

スが取れていること）、②発言・討論

性（議論に参加し、発言・討議する機

会）、③情報アクセス性（情報へアク

セスし、取捨選択する機会）、④修正

可能性（意思決定を変更、修正する機

会）、⑤考慮・誠実性（意思決定者が

発言を考慮し、誠実に行動すること） 

出所： 各論文をもとに筆者作成 

 

本稿は、高知県東洋町の事例と北海道寿都町の事

例を手続き的公正の観点から評価し、課題と解決策

を考察する。まず、高知県東洋町の事例について、

先行研究を参考にまとめるとともに、北海道寿都町

における現時点までの HLW 処分施設の立地をめぐ

る議論や文献調査への応募に関する意思決定の過程

について、新聞等の情報を踏まえて記述する。次に、

これらの事例について、手続き的公正の条件、ここ

ではとくに馬場（2002）が示した 5 つの条件（①代

表性、②発言・討論性、③情報アクセス性、④修正

可能性、⑤考慮・誠実性）に沿って整理し、比較分

析を行う。そのうえで、HLW 処分施設の立地選定プ

ロセスを進める際に生じる地域住民間の紛争や反対

運動の要因を明らかにし、こうした紛争や反対運動

を可能な限り避けて、HLW 問題をめぐる社会的合意

形成を実現するためのアプローチを提示する。 
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3. 高知県東洋町と北海道寿都町の事例分析 

本章では、高知県東洋町の事例と北海道寿都町の

事例を記述するとともに、これらの事例を手続き的

公正の観点から比較分析し、HLW 処分施設の立地選

定プロセスを進める際に生じる地域住民間の紛争や

反対運動の要因を考察する。そのうえで、政治的な

意思決定を行う前に多様なステークホルダーの参加

を得て社会的合意形成を進める重要性を示すととも

に、そのためのアプローチを提示する。 

 

3.1 高知県東洋町の事例7) 

東洋町は、高知県の最東端、徳島県との県境に位

置し、太平洋に面する町である。2007 年（平成 19

年）当時の人口は約 3,400 人であった。高知県東洋

町の田嶋裕起町長は、町の財源確保に苦慮していた

ため、HLW 処分施設の立地選定に向けた文献調査に

応募すれば国からの交付金が得られることを知ると、

2006 年（平成 18 年）3 月 20 日、議会や町民の了解

を得ないまま第三者を通じて NUMO に文献調査の

応募書類を提出した（田嶋, 2008, pp.46-47）。しかし、

3 月 28 日、NUMO の関係者が東洋町を訪れ、田嶋

町長に対し、「議会への相談や町民との勉強会を重ね、

機が熟してから応募しても遅くはない」と伝え、応

募書類を返却した（田嶋, 2008, p.49）。 

その後、文献調査への応募の検討を中断していた

が、他の自治体でも応募を検討する動きがあったた

め、応募の検討を再開した。8 月 8 日には資源エネ

ルギー庁と NUMO の担当者を招いて非公開の勉強

会を開催し、田嶋町長、町議および町役場職員が参

加した（西郷ほか, 2010, p.89）。9 月 8 日には田嶋町

長がマスコミの取材を受け、文献調査への応募を検

討していること、また、今後も町民とともに勉強を

継続することを対外的に発表した（田嶋 , 2008, 

pp.52-53）。その後、町の各種団体の代表者を対象と

した勉強会や、町民を対象とした勉強会を町主催で

数回開催した。これらの勉強会には、田嶋町長も同

席し、資源エネルギー庁や NUMO から HLW 処分事

業の概要や交付金等についての説明が行われた。 

 
7) 高知県東洋町の事例は、田嶋（2008）、和田ほか（2009）、西郷ほか

（2010）、浜田（2014）および日本原子力産業協会高レベル放射性廃棄

物処分勉強会（2010）等を参考にまとめたものである。 

勉強会を経て、交付金を期待して文献調査への応

募に賛成する町民と、HLW 処分事業に不安を持ち反

対する町民が出てきた。反対派は、文献調査に応募

すると引き返せないおそれがあることと、HLW 処分

は研究開発の段階であり安全性が確立されていない

ことの二つの問題点を反対の理由に掲げた（和田ほ

か, 2009, p.23）。反対派は、HLW 処分に反対の立場

で全国的に活動している講師を招いて勉強会を開催

した。勉強会では、講師から「HLW の危険性や応募

すると引き返せないという見通し」（西郷ほか, 2010, 

p.89）が示された。勉強会に参加した反対派の町民

は、その後、さらに対決姿勢で反対運動を展開する

ようになった。12 月、田嶋町長は、反対派が主張す

る「一度、文献調査に応募すると、国が強権を発動

して最終処分場まで作ってしまうのではないか」（田

嶋, 2008, pp.53-54）という点について、甘利明経済

産業大臣に質問状を送り、「都道府県知事または市町

村長の反対の意見に反して、概要調査地区等の選定

が行われることはない」との回答を得た（田嶋, 2008, 

p.58）。田嶋町長は、反対派が主張する二つの問題点

のうち、一点目の「引き返せない」という懸念は払

しょくされたと考え、「今後は文献調査に応募するこ

とを前提として取り組んでいきたい」（田嶋, 2008, 

p.61）と表明し、二点目の HLW 処分の安全性の問題

は文献調査の段階で改めて勉強すると主張した。 

2007 年（平成 19 年）1 月 25 日、東洋町は、HLW

最終処分施設の設置可能性を調査する区域として手

を挙げ、文献調査に正式に応募した。この応募は、

文献調査への応募に反対する約 2,200 人の署名が添

付された請願書と、文献調査への応募を求める約

200 人の署名が添付された請願書が町議会に提出さ

れている8)中、「町長の権限」（田嶋, 2008, p.152）に

より行われた。応募に際し、応募が即、処分施設の

誘致、設置ではないこと、調査中も町民とともに冷

静に勉強し、知識を深めていく方針であること、住

民投票を実施し、それ以後の方向を決定する予定で

あること、町民の意思が 100%保証されるよう、国

および NUMO と東洋町との間で協定を締結する予

定であること、HLW 処分事業は「国家プロジェクト」

 
8) 資源エネルギー庁, 「高知県東洋町の文献調査への応募について」, 

2007 年（平成 19年）3月 13日。 
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であり、国のエネルギー政策に貢献できる可能性が

あること、また、交付金を活用して町民の生活支援

や町の産業基盤整備等を行い、町の浮揚を積極的に

図って行く絶好の機会であることが示された（田嶋, 

2008, pp.76-77）。 

しかし、反対派の活動はさらに活発化し、2 月 6

日には、『東洋町放射性核物質（核燃料・核廃棄物）

の持ち込み拒否に関する条例』の制定に係る「直接

請求書が 1,452 名、有効署名者数 1,398 名（東洋町の

有権者は当時 3,007 人）によって東洋町選挙管理委

員会に提出」（浜田, 2014, p.149）された。2 月 9 日、

反対派が過半数を占める町議会は、文献調査への応

募に対する反対請願と町長の辞職勧告決議を可決し

た。また、当初から反対の立場を表明していた高知

県の橋本大二郎知事と徳島県の飯泉嘉門知事は、2

月 6 日、文献調査を行わないよう国と NUMO に申

し入れた。とりわけ、橋本知事は、文献調査を受け

入れる自治体に対して国が交付金を出す仕組みにつ

いて、「札束で頬を張るようなやり方は、おかしい」

（田嶋, 2008, p.188）と非難した。2 月 15 日には、

徳島県議会が、2 月 22 日には高知県議会が、文献調

査の開始に反対する決議を全会一致で可決した。 

反対派と賛成派の対立が激化する中、町はますま

す混乱していった。田嶋町長に対する解職請求（リ

コール）の動きが活発化する中、4 月 5 日、文献調

査への応募を主導してきた田嶋町長が、民意を問う

趣旨で辞職した。4 月 22 日の町長選挙の結果、反対

派の候補者であった澤山保太郎氏が圧倒的な差を付

けて当選すると、翌 23 日、直ちに応募の取り下げに

係る文書を NUMO に送付した。文書では、「（町内

の）どの地域においても住民の意思を問う行為は実

施されなかった」、また、「全地域において応募その

ものに不同意の住民が大多数であることが判明し

た」として、前町長の応募は町議会や住民の意思に

そぐわないものであり、したがって、応募を取り下

げ、「白紙撤回を申し入れる」ことを表明した9)。 

 

 
9) 東洋町長澤山保太郎, 「『高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の

設置可能性を調査する区域について』の応募の取り下げについて」（原

子力発電環境整備機構理事長山路亨宛［平成 19年 4月 23日付 19東

企画第 12号］）, 2007年（平成 19年）4月 23 日。 

表 2 高知県東洋町の事例の経緯 

2006 年（平成 18 年） 

3 月 20 日 東洋町長が独断で応募書類を

NUMO に提出 

3 月 28 日 NUMO から応募書類を返却 

8 月 8 日 町議向けの勉強会（非公開） 

9 月 8 日 文献調査への応募を検討している

ことと勉強を継続することを公表 

※この頃からマスコミの取材と反

対派の活動が活発化 

9 月以降 町の各種団体や町民向けの勉強会

（複数回） 

2007 年（平成 19 年） 

1 月 15 日 文献調査への応募に反対する請願

書が町議会に提出される 

1 月 25 日 文献調査への応募を求める請願書

が町議会に提出される 

1 月 25 日 文献調査に正式に応募 

2 月 6 日 『放射性核物質（核燃料・核廃棄

物）の持ち込み拒否に関する条例』

制定の直接請求 

2 月 6 日 高知県と徳島県の両知事が、文献

調査を行わないよう国と NUMO

に申入れ 

2 月 9 日 東洋町臨時議会で反対請願と町長

の辞職勧告決議を可決 

2 月 15 日 徳島県議会で文献調査への反対決

議を可決 

2 月 22 日 高知県議会で文献調査への反対決

議を可決 

3 月下旬 反対派が町長の解職請求（リコー

ル）の手続きを開始 

4 月 5 日 現職町長が辞任 

4 月 22 日 町長選挙で反対派候補が当選 

4 月 23 日 新町長が文献調査取り下げに係る

文書を NUMO に送付 

出所： 和田ほか（2009）、西郷ほか（2010）、および日本原

子力産業協会高レベル放射性廃棄物処分勉強会

（2010）をもとに筆者作成 
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3.2 北海道寿都町の事例 

寿都町は、北海道西部、寿都湾に面した日本海側

の町である。2021 年（令和 3 年）7 月末時点の人口

は約 2,800 人である。2020 年（令和 2 年）8 月 12 日、

北海道寿都町の片岡春雄町長は、HLW 処分施設の立

地選定に向けた文献調査に応募することで交付金を

得られることは町の財源になると考え、文献調査へ

の応募を検討していることを明らかにした10)。片岡

町長によれば、2019 年（令和元年）から国のエネル

ギー政策に関する勉強会を開催し、2020 年（令和 2

年）6 月からは NUMO による勉強会を毎月開いてき

たという。報道によって地域住民や周辺自治体も寿

都町が文献調査への応募を検討していることを知る

こととなった。報道を受け、8 月 18 日、北海道の鈴

木直道知事は、寿都町が１カ月程度で応募の是非を

判断することを拙速と批判するとともに、自治体に

交付金を提示して文献調査の候補を募る国の手法を

「ほおを札束でたたくようなやり方」と批判した11)。 

8 月 21 日、町議会全員協議会を開催したが、会合

は非公開で行われた。8 月 26 日、片岡町長は、町議、

町の漁業協同組合や商工会等経済団体の関係者とと

もに非公開の意見交換会を開催した。当初、片岡町

長は、9 月中に文献調査への応募について最終判断

を行う方針を示していたが、意見交換会での議論を

踏まえ、地域住民を集めた説明会を町内の地域別に

複数回開催した。説明会では資源エネルギー庁や

NUMO から HLW 処分事業の内容等についての説明

が行われた。9 月 3 日、北海道の鈴木知事は寿都町

の片岡町長と会談した。鈴木知事は、「特定放射性廃

棄物の持ち込みは慎重に対処すべきであり、受け入

れ難い」と定めた『北海道における特定放射性廃棄

物に関する条例（2000 年（平成 12 年）10 月 24 日制

定）』の趣旨に反するとして、片岡町長に対し、文献

調査への応募をしないよう申し入れるとともに、文

献調査の次の概要調査に進む際には反対する意向を

示した12)。 

 
10) 北海道新聞, 核のごみ最終処分場 寿都町が調査応募検討 町長

「財政見据えた」, 2020年（令和 2年）8月 13 日。 
11) 朝日新聞, 北海道知事「ほおを札束ではたくやり方疑問」核ごみ問題, 

2020 年（令和 2年）8月 18日。 
12) 北海道新聞, 核ごみ問題で初会談 寿都町長、精密調査にも意欲 

知事は反対姿勢強調, 2020 年（令和 2年）9 月 4日。 

しかし、町議との協議会、町の経済団体関係者と

の意見交換会および地域住民向けの説明会等を踏ま

え、10 月 6 日、片岡町長は、「（町民の過半数が賛成

していることを）肌で感じる」13)とし、住民投票等

は行わずに文献調査への応募を行うことを決定した。

10 月 9 日、寿都町は NUMO に対し文献調査への応

募を正式に行った。また、10 月 15 日には、北海道

神恵内村が文献調査の実施についての国からの申し

入れを受諾する文書を提出した。日本において、こ

の 2 件は 2007 年（平成 19 年）1 月に高知県東洋町

が文献調査への応募を行って以来の事例となった。

その後、NUMO が必要な手続きを進め、11 月 17 日

からこれらの自治体で文献調査が正式に開始された。 

寿都町の文献調査をめぐる動きに対し、周辺自治

体、各地の漁業協同組合や市民団体等が反対の声を

上げた。多くの周辺自治体が核廃棄物持ち込み反対

条例を定めた。寿都町内でも反対派の町議や住民が

様々な活動を行った。反対派は、町議会に対し、応

募の是非を問う住民投票条例の制定を求めた。11 月

13 日、町議会は、住民投票条例案について、議長を

除く 8 名で無記名投票を行ったが、賛否同数となり、

議長裁決で否決した14)。また、反対派は、町議会に

対し、核廃棄物持ち込み禁止条例の制定を求めた。

12 月 17 日、町議会は、条例案について、無記名投

票を行ったが、住民投票条例案と同様に賛否同数と

なり、議長の判断で否決した15)。 

2021 年（令和 3 年）3 月 8 日、寿都町の町議会は、

文献調査の後の概要調査に進む前に住民投票を行う

条例案を賛成多数で可決した16)。3 月 26 日、町役場

の近傍に、HLW 処分事業に関する地域住民への情報

提供等を行う NUMO 寿都交流センターが開設され、

NUMO の職員が常駐するようになった。4 月 14 日、

寿都町で第 1 回「対話の場」が開催された。「対話の

場」の委員は町の指名により 20 名が選定され、「対

話の場」での委員による意見交換は非公開とされた。

 
13) 朝日新聞, 「核のごみ」応募、町民支持は「肌感覚」? 町長に批判, 

2020 年（令和 2年）10月 6日。 
14) 北海道新聞, 寿都住民投票を否決 核ごみ調査 議長裁決 住民「リ

コール進める」, 2020年（令和 2年）11月 13日。 
15) 朝日新聞, 「核抜き条例」提案を否決 文献調査の寿都町議会, 2020

年（令和 2年）12月 18日。 
16) 北海道新聞, 寿都町、核ごみ住民投票条例成立 概要調査前に実

施, 2021 年（令和 3年）3月 9日。 
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第 1 回「対話の場」には 18 名の委員が参加したが、

冒頭から一部の参加者が発言を続けて紛糾したため、

意見交換にならなかった17)。次に、6 月 25 日、第 2

回「対話の場」が開催された。反対派の町議 2 名と

住民団体と産業団体の代表 4 名が欠席し、福祉団体

の代表 1 名が都合により欠席したため、13 名の委員

が参加した。町議 2 名を含む反対派委員 6 名は、次

回以降も参加しない意向を表明した18)。さらに、7

月 27 日、第 3 回「対話の場」が開催されたが、参加

した委員はさらに減って 11 名であった19)。 

寿都町では 10 月 26 日に町長選挙が実施され、文

献調査の実施を主導する片岡町長と反対派の候補者

の一騎打ちとなったが、片岡町長が 235 票の僅差で

当選した。片岡町長は、「町政運営は信任を得たが、

（文献）調査が信任を得たとは思っていない」20)と

述べ、調査継続に当たっては反対する民意にも配慮

する考えを示した。その後、寿都町での「対話の場」

は、11 月 10 日に第 4 回目が開催されて以降、月に 1

回のペースで開催されており、2022 年（令和 4 年）

5 月 27 日には第 10 回目が開催されている。 

文献調査では、約 2 年間かけて対象地域の地質図

や学術論文などの文献やデータを収集し、過去に火

山や活断層などによる地層の著しい変動がないか評

価する。さらに、どの地層がより好ましいと考えら

れるかなどの技術的観点からの検討に加え、土地の

利用制限などの経済社会的観点からの検討を行う。

寿都町での文献調査は 2022 年（令和 4 年）の秋頃に

終了する予定である。4 月 26 日に開催された第 9 回

「対話の場」において、片岡町長は、文献調査から

概要調査に進む前に実施される住民投票の時期につ

いて、「2023 年度に実施したい」との考えを明らか

にしている21)。 

 

 
17) 日本経済新聞, 核ごみ「対話の場」初回から紛糾、北海道寿都町で

開催, 2021 年（令和 3年）4月 15日。 
18) 北海道新聞, 「対話の場」会則案了承 寿都で 2回目会合 委員 7人

が欠席, 2021 年（令和 3年）6月 26日。 
19) 北海道新聞, 核ごみ文献調査進捗を初報告 NUMO 寿都対話の場

3回目, 2021 年（令和 3年）7月 28日。 
20) 北海道新聞, 寿都町長選、現職の片岡氏が当選 核のごみ文献調

査は継続へ, 2021 年（令和 3年）10月 27日。 
21) 北海道新聞, 核ごみ住民投票、寿都町長「23年度に」 対話の場会

合で表明, 2022年（令和 4年）4月 27日。 

表 3 北海道寿都町の事例の経緯 

2019 年（令和元年） 

 国のエネルギー政策に関する勉強

会を開催 

2020 年（令和 2 年） 

6 月～ NUMO による勉強会（非公開） 

8 月 12 日 寿都町長が文献調査への応募を検

討していることを表明 

8 月 21 日 町議会全員協議会（非公開） 

8 月 26 日 寿都町長が町議や町の経済団体と

ともに意見交換会を開催（非公開） 

9 月 3 日 北海道知事が寿都町長と面談 

9 月中 地域住民向け説明会（複数、公開） 

10 月 8 日 町議会全員協議会（非公開） 

10 月 9 日 文献調査への応募書類を提出 

11 月 13 日 町議会が文献調査への応募の是非

を問う住民投票条例案を否決 

11 月 17 日 NUMO が文献調査を開始 

12 月 17 日 町議会が核廃棄物持ち込み禁止条

例案を否決 

2021 年（令和 3 年） 

3 月 3 日 町議会が概要調査前に住民投票を

行う条例案を賛成多数で可決 

3 月 26 日 NUMO 寿都交流センター開設 

4 月 14 日 第 1 回「対話の場」（非公開） 

6 月 25 日 第 2 回「対話の場」（非公開） 

7 月 27 日 第 3 回「対話の場」（非公開） 

10 月 26 日 町長選で現職の町長が当選 

11 月 10 日 第 4 回「対話の場」（非公開） 

12 月 14 日 第 5 回「対話の場」（非公開） 

2022 年（令和 4 年） 

1 月 19 日 第 6 回「対話の場」（非公開） 

2 月 16 日 第 7 回「対話の場」（非公開） 

3 月 15 日 第 8 回「対話の場」（非公開） 

4 月 26 日 第 9 回「対話の場」（非公開） 

5 月 27 日 第 10 回「対話の場」（非公開） 

出所： 2020 年（令和 2 年）8 月から 2022 年（令和 4 年）5

月までの関連報道等をもとに筆者作成 
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3.3 手続き的公正の観点からの比較分析と考察 

高知県東洋町と北海道寿都町における文献調査へ

の応募に関する意思決定とその前後の過程を、手続

き的公正の観点から評価してみるといくつか類似す

る論点があり、それらが地域住民間の紛争や反対運

動を生じさせる要因になっていると考えられる。表

4 は、馬場（2002）が示した手続き的公正の条件を

踏まえ、二つの町の事例を比較したものである。 

 

表 4 高知県東洋町と北海道寿都町の事例比較 

手続き的公正の

条件 

高知県東洋町 北海道寿都町 

①代表性（ステ

ークホルダーの

バランスが取れ

ていること） 

【×】 

■町長と賛成派

町議が意思決定 

【×】 

■町長と賛成派

町議が意思決定 

②発言・討論性

（議論に参加

し、発言・討議

する機会） 

【×】 

■ステークホル

ダーが議論する

場や機会がない 

【×】 

■ステークホル

ダーが議論する

場や機会がない 

③アクセス性

（情報へアクセ

スし、取捨選択

する機会） 

【△】 

■町長、町議に

よる勉強会（非

公開） 

■団体や町民を

対象とする勉強

会 

【△】 

■町長、町議、

団体による意見

交換会（非公開） 

■対話の場での

委員による意見

交換（非公開）

■町民を対象と

する勉強会 

④修正可能性

（意思決定を変

更、修正する機

会） 

【△】 

■町長選挙後に

意思決定を変更

＝応募取り下げ 

【△】 

■条例を定め、

概要調査前に住

民投票を実施 

⑤考慮・誠実性

（意思決定者が

発言を考慮し、

誠実に行動する

こと） 

【×】 

■多数の町民が

反対する中、町

長が「権限」で

意思決定 

【×】 

■町長が「肌感

覚」で意思決定 

出所： 筆者作成 

 

HLW 問題の解決に向けて障害となるのが、人びと

の持つ NIMBY の心理である。現代社会では HLW 処

分事業に限らず様々な公共事業をめぐって NIMBY

問題が発生している。NIMBY 問題を内包する施設

の立地選定プロセスを進めるためには、手続き的公

正を確保した意思決定の枠組みを整備し、これを適

切に運用することが求められる。手続き的公正を確

保せずに意思決定が行われれば、ステークホルダー

の間に不満や否定的な感情が生じ、意思決定に反対

することとなる。馬場（2002）は手続き的公正の条

件として表 4 の 5 つを挙げているが、これらを踏ま

えると、どちらの事例も手続き的公正の条件を十分

に満たしていないことが示される。 

まず、代表性、発言・討論性および考慮・誠実性

は満たされていない。どちらの事例でも、町長と一

部の賛成派だけで意思決定を行っており、地域住民、

関係団体、周辺自治体、県や道等のステークホルダ

ーに対して、議論や意思決定への参加の機会が与え

られていない。高知県東洋町の場合、多数の地域住

民が反対している中で町長が「権限」で意思決定を

行っている。また、北海道寿都町の場合、地域住民

の過半数が賛成であると「肌感覚」で判断して意思

決定を行っている。文献調査への応募によって、最

終的に HLW 処分施設の立地に至る可能性があると

すれば、町長や少数の者だけで意思決定を行うこと

は適当ではない。実際のところ、多くのステークホ

ルダーから反対の声が出る結果となっている。 

次に、ステークホルダーによる関連情報へのアク

セス性が不十分である。どちらの事例でも、文献調

査への応募を検討する過程で勉強会や意見交換会を

開催しているが、町長、町議および町の関係団体等

の限られた参加者のみで、かつ非公開で議論を行っ

ている。また、北海道寿都町では文献調査開始後に

「対話の場」が開催されているが、参加する委員は

公募せずに町が独自に決定し、「対話の場」での意見

交換は非公開とされている。多くの人びとは、HLW

問題についてほとんど理解しておらず、文献調査へ

の応募に対しても疑問や不安を持っている。人びと

の関心に沿った情報提供や十分な情報公開が行われ

なければ、人びとの疑問や不安は解消されず、結果

として、意思決定に対して反対することとなる。 
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さらに、どちらの事例でも、町長が行った意思決

定を変更、あるいは修正する機会が明確に与えられ

ていない。高知県東洋町の事例では、町長選挙によ

って反対派の候補者が当選したため、文献調査への

応募を取り下げることとなった。また、北海道寿都

町の事例では、町議会が条例を採択し、文献調査の

後の概要調査に進む前に住民投票を行うこととした

が、それまでの間は意思決定を変える機会がない。

なお、寿都町では 2021 年（令和 3 年）10 月に町長

選挙が実施された。高知県東洋町の事例を踏まえれ

ば、町長選挙を通じて地域住民の意思が集約され、

現職の町長が行った意思決定を変更する機会となる

可能性があった。しかし、町長選挙では現職の町長

が僅差ながら当選したため、引き続き文献調査を継

続することとなった。町長選挙の結果が「僅差」で

あったということは文献調査に賛成する地域住民と

反対する地域住民が同程度の規模で存在するという

ことを示唆している。今後、2023 年度に寿都町で実

施される予定の概要調査前の住民投票に向けて、調

査継続の是非をめぐる地域住民間の対立が先鋭化す

ることで冷静な議論ができなくなり、地域の分断が

引き起こされるおそれがある。 

NIMBY問題を内包するHLW処分施設の立地選定

プロセスにおいては、政治的な意思決定を行う前に、

地域住民、関係団体、周辺自治体等の多様なステー

クホルダーの参加を得て、十分に時間をかけて熟議

し、HLW 問題の解決の必要性や HLW 処分による公

益と不利益等についても理解を深めたうえで社会的

合意形成を実現することが重要である。そのために

は、以下の点を踏まえたアプローチが求められる。 

第一に、多くのステークホルダーに対し、社会的

合意形成プロセスへの参加の機会を提供することで

ある。二つの町の事例では、町長と一部の賛成派が

中心となって議論し、意思決定を行っている。しか

し、このことが地域内で反発や反対が発生する大き

な要因となっている。意思決定の後に生じる反発や

反対を極力避けるためには、地域住民、関係団体、

周辺自治体、都道府県等のステークホルダーに対し、

あらかじめ熟議と意思決定への参加の機会を与える

とともに、ステークホルダーの意見を意思決定に反

映するように努めることが必要である。 

第二に、ステークホルダーによる関連情報へのア

クセスを確保することである。ここでの関連情報は

便益だけでなくコストや不利益も含むものである。

また、意思決定者による一方的な情報提供ではなく、

ステークホルダーの関心や興味に沿った情報提供と

十分な情報公開を行い、いつでも必要な情報にアク

セスできる環境を整えることが求められる。社会的

合意形成プロセスを進めるうえでは、ステークホル

ダー間の信頼関係も重要である。したがって、ステ

ークホルダーとの間で情報を共有し、不安を解消し、

相互理解を深め、相互信頼を築く過程として、双方

向のコミュニケーションを行うことが必要である。 

第三に、社会的合意形成プロセスを通じた意思決

定を明確にするため、文献調査への応募を決める前

に住民投票を実施することである。どちらの事例で

も、文献調査への応募を決める前の住民投票は実施

されていないが、住民投票は地域住民による賛否の

判断と意思表示を可能とする手段である。意思決定

後の地域住民による反発や反対を可能な限り避ける

ためには、あらかじめ住民投票を通じて地域として

の意思決定をすることを明確化したうえで、住民投

票までの期間に十分な情報提供を行い、住民投票の

結果としての地域住民の意見や意思を地域としての

意思決定に適切に反映することが必要である。 

 

4.おわりに 

本稿では、高知県東洋町と北海道寿都町における

文献調査への応募に関する意思決定とその前後の過

程を、手続き的公正の観点から比較し、評価した。

どちらの事例も意思決定に関して手続き的公正の条

件を十分に満たしていないことが明らかになった。

地域住民間の紛争や反対運動を可能な限り回避する

ためには、本稿で述べたアプローチを考慮に入れ、

手続き的公正を確保した社会的合意形成プロセスの

手続きと枠組みを整備することが求められる。 

北海道寿都町が文献調査への応募を検討している

頃、北海道神恵内村でも同様の動きがあった。しか

し、神恵内村では、商工会が文献調査への応募を求

める請願を村議会に提出し、村議会が審議の結果、

この請願を採択した。その後、国から神恵内村に対

し文献調査への応募を求める申し入れが行われ、村
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がこれを受諾した。寿都町はトップダウン型の意思

決定であるが、神恵内村はボトムアップ型の意思決

定である。こうした意思決定の違いは、文献調査開

始後に開催された「対話の場」の参加者の人選や決

定の仕方22)や、「対話の場」での雰囲気23)にも影響を

与えていると考えられる。 

現在、日本において HLW 処分施設の立地選定に

向けた文献調査が実施されているのは、北海道の寿

都町と神恵内村の 2 件のみである。事例は限られて

いるものの、意思決定に至るプロセスや意思決定に

影響を与える重要な要素、あるいは意思決定後のス

テークホルダーの対応等を多角的な視点から分析し、

HLW 問題をめぐる社会的合意形成を進めるための

具体的な手続きと枠組みを検討することは重要であ

り、引き続き、これらの事例の動向を注視していき

たい。また、前述したように、寿都町と神恵内村の

状況は異なっており、比較分析の観点から、神恵内

村における文献調査への応募をめぐる意思決定の過

程や「対話の場」の状況についても手続き的公正の

観点から評価することは意義深いことであり、今後

の課題としたい。 
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「行為」としての賽銭 
 

増子 保志 
日本国際情報学会 

 

Meaning of throwing "Saisen" 
 

MASUKO Yasushi 
Japanese Society for Global Social and Cultural Studies 

 

 

At the beginning of the year, Japanese people have an event to worship at shrines and temples called the 

“Hatumoude”. At the first visit, we give thanks for the year and pray for the safety and peace of the new 

year. One of the actions to be taken at the time of this first visit is the action of "throwing" money. 

This act is seen not only at the time of the first visit but also when asking God or Buddha to grant some 

wish. 

It can be inferred that the so-called offering is not compulsory and is one of the voluntary actions of each 

individual. Where does this motive come from? Why do people throw money in front of the money box?  

１．はじめに 

時代劇の“銭形平次”は、悪人に向かって貨幣を

投げつける。しかし、日本の風習では、貨幣を「投

げる」という行為は、通常忌むべき行為である。 

年が明けると、日本人は初詣と称する神社や寺院

などに参拝する風習がある。初詣では、一年の感謝

を捧げ、新年の無事や平安を祈願する。この初詣時

に行う行為の一つに賽銭を「投げる」行動がある。 

この行為は、初詣時のみならず何か願いをかなえ

て欲しいと神様や仏様にお願いする時にも見られる

行為である。 

そして、賽銭は、基本的に「賽銭箱」という集金

箱を目標に投げ入れられる。富裕層や信心深い人達

は、紙幣を賽銭箱へ入れる可能性はあるが、一般市

民は、「小銭」を賽銭箱へ投入するのが一般的である。

さらに、神社、仏閣には、必ずと言っていいほど賽

銭箱が設置されている。 

この様に通常、参拝者が何かお願い事をするのに、

人々は何故か賽銭箱へ向かって自発的に「賽銭」を

投げ入れる。果たして、人は何故、賽銭箱にお金を

投げるのか。賽銭箱の前に神様や仏様が待ち構えて

いて、賽銭を強制的に要求する訳でもない。 

さらに、小銭１枚で神様が願いをかなえてくれる

という保証はどこにも無い。また、「賽銭を必ず入れ

てください」とか「賽銭を入れないとバチが当たり

ます」などの注意書きも張っておらず、神社の宮司

が賽銭箱の前に立って、「賽銭を入れるように」と指

示するのも見たことがない。 

以上のことから、いわゆる、賽銭は強制されてい

るものではなく個々人が、自発的に行う行為の一つ

であると推測できる。果たして、この動機はどこか

ら来るものなのであろうか。なぜ、人は賽銭箱を前

にすると賽銭を投げるのであろうか 

ここで考え得る仮説として、賽銭を投げる行為は、 

➀ 神様や仏様に対する依頼金またはお礼金 

② 神社仏閣維持のための必要経費 

③ 周囲が投げているから投げざる得ない同調圧力

的なもの 

④ 賽銭を投げないと不幸な事が起きる（所謂、バ

チがあたる）のではという心理的な強迫感。 

が考えられる。 

然し乍ら、実際に投げる賽銭のあて先は、神仏が

存在することを仮想した神社仏閣である。さらに、

神社維持のための必要経費と考えて意識的に投げて
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いるものなのであろうか。 

正月明けの神社やお寺には多額のお賽銭が集まり、

有名な所ともなると、その額は億単位と言われてい

る。 

また、賽銭を投入したのちに「柏手」と呼ばれる

儀礼的行為を行う。これは、金銭を支払った本人が

支払った相手に対して礼をすることで、その行為が

帰結されるものである。 

 さらに、先に述べたように神仏に向かってお金（賽

銭）を投げるという行為は、日本的な風習からして

失礼きわまる行為である。にも拘らず、なぜそのよ

うな無礼な方式が、崇め奉るべき対象の神仏に対し

て行われているのであろうか。 

本稿では、一般的に強制されているものではない

にもかかわらず何故、人々はお賽銭を賽銭箱に入れ

ようとするのかという問題意識のもと、人はどこへ

向けて何を目的に、賽銭を「投げる」のか。果たし

て、その対象や目的は如何なるものなのかを中心に

考察する。 

 

２．先行研究 

賽銭や賽銭箱に関する先行研究として、古くは柳

田国男が『日本の祭』に於いて、氏子以外の見物人

が祭りに参加し始めた理由として、神社に賽銭箱が

設置されたことによるものとする研究がある。 

柳田によると、日本の祭りの歴史の中で、賽銭箱

の登場によって、大きな変化が生じたとする。賽銭

と言う漢字の輸入語を使用する以前には、「ヌサ」1⁾

という言葉が使用されていた。「ヌサ」を氏子が旅な

どで、氏神ではない神社を通過する時に、その神に

崇敬の気持ちを表すために向けたものが幣帛である。

それが、賽銭箱の設置によって、幣帛ではなく貨幣

に変化したのが賽銭の起源としている。 

仲川は、経済学の立場から賽銭を一種の「贈与」

と考え、見返りを期待して神仏に与えるものとして

いる。2⁾確かに賽銭を投げる人は、多少の見返りを

「期待」している可能性は高いが、その見返りが実

現されなくても訴訟を起こすということも皆無であ

る。 

新谷は、民俗学の観点からケガレの浄化という呪

術的観点からの再選についての研究がある。新谷に

よれば、貨幣に自分のケガレをなすりつけ、それを

神仏のもとに納めることで、ケガレが祓い清められ

るという。さらに、お金のルーツであった貝には穴

が開いており、この世とあの世の出入り口と考えら

れていたとする。そして貝の表がこの世、裏側があ

の世であり、生きている人に付いた穢れ（病気や災

いなど）は、貝の穴を通ってあの世に吸い寄せられ

ると考え、賽銭は一種の吸引装置であると指摘して

いる。そのため、自分の持っているお金（貝）を賽

銭として投げ入れることによって、身を清められる

という説があり、それが現代のお賽銭を入れる行為

につながっているとのこと。つまり、賽銭は願いの

ための代金ではなく、穢れを清めるためのものだっ

た主張している。3⁾しかしながら、果たして、新谷

が言うように穢れを払うために意識して賽銭を投げ

ている人はどの位存在しているのであろうか。 

先行研究では、その性質ゆえ民俗学的視点から論

じているものが多く見られる。そこで、本研究では、

今までの先行研究を踏襲しつつも他研究との異なる

観点として、「投げる」という行為に着目し、考察を

進めていきたい。 

 

３．供物としての賽銭 

1）「初穂」から「賽銭」へ 

現在では、神仏への崇敬や祈願の際に供える金銭

を「賽銭」と呼ぶ。しかし、字義からは、「賽」は祈

願が成就したときのお礼の意味をもつので、本来は、

神仏への念願が叶った感謝の意を表すものであった。

「賽銭」という言葉は 16 世紀後半の文献記録に見

られるが、これ以前の 15 世紀前半には「散銭」と

いう表現があり、神仏に金銭を投じて捧げたと考え

られる。 

現在、社寺の賽銭箱に金銭を投げ込むのは、その

なごりである。 そもそも金銭を神仏に供えるのは、

「初穂」といって、農山漁村で新しく収穫した作物

や捕った魚などを神仏に供え、収穫や漁獲を感謝し

たのが始まりである。日本国内では、8 世紀末の記

録に、新しく貨幣を鋳造し、その新銭を神に供えた

ことが見え、貨幣の鋳造という行為にも「初穂」と

いう考え方が適応された。こうした「初穂」が後に

金銭に変わるのであり、「散銭」や「賽銭」という用
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語の使用は、貨幣経済が社会全般に浸透したことを

あらわすものでもある。 

2）「礼金」としての賽銭 

賽銭は、神社やお寺を参拝する際、神様や仏様へ

「いつもありがとうございます」という感謝の気持

ちとともに、賽銭箱へ納めるお金のことである。 

通常、備え付けの賽銭箱に小銭やお札を入れる。

「賽」の字には「神様や仏様からの恩恵に対してお

供えで感謝をしめす」という意味がある。神仏への

祈願成就のお礼のお金であり、願いごとを叶えるた

めにも納められるとされる。 

また、賽銭は神仏に参拝へ来たことを知らせる意

味もあると言われている。本来、賽銭箱の上にある

鈴や鐘で伝えるものであるが、それらがない時にお

賽銭を納めた音が、「お参りに来ましたよ」の合図に

なると考えられている。ただし、すべての神社、お

寺がこのような考え方ではなく、例外的になるべく

音を立てないように、としているところも一部存在

する。 

例として、府中の大國魂神社では、元来「賽銭」

とは、祈願成就のお礼参りの際に、「報賽」として神

仏に奉った金銭のことを意味した。それが転じて、

参拝のときに奉る幣帛（神さまに奉献する物）の代

わりとしての金銭を意味するようになったとされて

いる。つまり、賽銭とは供え物の一種と言える。 

3）賽銭の用途 

実際のところ、神社本庁によると、基本的に集ま

ったお賽銭は、神社の維持費や運営費などに使用さ

れているとしている。 

神社は古い建造物などが多く、定期的な修繕や補

修が必要とされる。特殊な造りのため、専門業者に

依頼しなければならず費用が通常よりかかる。その

他、神職の生活費や衣服代、巫女や警備員に支払う

給与などの人件費、神社やお寺のホームページ制

作・運営費、行事のチラシやポスターなどの宣伝広

告費、お守りやお札など物品の製作費に使われるこ

とも。お賽銭は神社やお寺のより良い運営のために

幅広く使われている。 

4）諸外国の賽銭事情 

➀ 中国、台湾、香港の場合 

通常「香油錢」と呼ばれ、線香、蝋燭代という位

置づけであるが、仏教、道教の堂内に箱が置かれて

いる。神仏に捧げるという概念ではないと考えられ

る。 

実際に台湾では日本語からの借用語で「寄付金」

と呼ばれることもあり、そのための「捐錢箱」が置

かれていることもある。それらは、貯金箱のように

横に細い口が上に付いた箱がほとんどで、投げ入れ

るものではない。寄付行為に近似するものではない

かと推察される。 

② 韓国 

韓国の寺院には、福田函または佛錢函と呼ばれる賽

銭箱が置かれている場合がある。「卍」だけを書いて

いる場合もある。いずれも郵便ポストのように横か

ら入れるものが多い。寄付的な概念が強く、日本の

ように、貨幣を「投げ入れる」という行為は無い。 

この様に神仏への「感謝の気持ち」の象徴であっ

た賽銭が貨幣経済の発達とともに「お願い事」への

期待的対価となり、信仰というものの本質が変化し

たと言えるであろう。そして、賽銭を神仏に向かっ

て投げるという行為は、日本特有のものであると言

えよう。 

さらに、寺社にとっては、現物の米より、消費期

限もなくほかの品との交換価値が高い貨幣のほうが

便利なのは間違いない。 

 

４．場としての賽銭箱 

次に賽銭を投げ入れる目標先である賽銭箱につい

てみていきたい。 

賽銭箱に書かれている言葉には意味がある。賽銭

箱の正面には「浄財（じょうざい）」や、「喜捨箱（き

しゃばこ）」と書かれているものが多く見られる。「浄

財」は利益や、損得を考えずに寄付するお金のこと。

「喜捨箱」は喜んで捨てるという字のとおり、自分

の意思で惜しみなく進んで寄付するお金を意味する。 

では、いつ頃から「賽銭箱」は神社や寺院に設置

されていたのであろうか。 

１）賽銭箱設置の歴史 

賽銭箱に関する歴史的な文書として『快元僧都記』

がある。これは鶴岡八幡宮の別当を勤めた快元僧都

が残した室町時代末期の日記で、天文元年〜11 年

(1532〜1542)の鶴岡八幡宮の社殿再建の様子が詳
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細に記録されている。この中で、天文 9 年(1540)

４月 16 日に「神主大伴時信、神前に初めて散銭櫃

を置く」とある。 

しかしながら、日記の始めの部分に、天文元年 6

月 1 日、神輿三基を拝殿に安置して多くの参詣者を

集めて賽銭が多額であったことが記述されている。

このことは、以前から鶴岡八幡宮の拝殿では賽銭箱

を置かずに賽銭が奉じられていたが、何らかの理由

があって賽銭箱が必要になり、この日初めて置いた

と考えられる。 

同時期に、円覚寺でも多額の賽銭を集めていた記

述があり、既に鎌倉の寺院では賽銭箱を使用してい

たと考えられる。明確な証拠はないものの神社や寺

院が賽銭箱を置いた理由としては賽銭泥棒の存在が

考えられる。 

そもそも賽銭は、床に撒き散られた状態であった

ことから、これを盗む者が絶えなかったので、賽銭

泥棒から賽銭を守るため、格子を取り付けた櫃を置

くことになった。 

賽銭箱の設置は、鎌倉時代の新仏教の興隆ととも

に、近畿地方を中心に信仰を集めた寺院に置かれる

ようになり、室町時代から江戸時代にかけて次第に

全国に拡まったと考えられている。 

２）史料の中の賽銭箱 

 賽銭箱は、鎌倉時代から江戸時代までの絵画史料

の中に数多く登場する。中でも年代の古いのが『一

遍上人絵伝』（歓喜光寺蔵）である。因幡薬師と呼ば

れ庶民に親しまれていた京都の因幡堂(現在の平等

寺)を一遍聖人が訪れる場面である。お堂の内陣には、

格子を取り付けた 4 脚の大きな唐櫃型の賽銭箱が置

かれています。一遍聖人が実際に京都の因幡薬師堂

（現在の平等寺）を訪れたのは弘安 2 年(1279)春と

いわれ、その 10 年後(1289)に亡くなるが、さらに

10 年後の正安元年（1299）この絵巻物が完成した。 

（因幡薬師堂の唐櫃型賽銭箱） 

 銭貨の使用で賽銭箱(散銭櫃)が登場するが、それ

までの散米はどのように供えられたのであろうか。

おひねり（洗米や銭貨を紙で包みひねったもの）で

供えられたという説もあるが、鎌倉時代の紙は大変

貴重であったので、散銭と同じように櫃が用いられ

たのか、あるいは、何か容器が使用されていたよう

である。 

 『信貴山縁起絵巻』には、ＵＦＯのように空中を

飛んで米俵を運んでくる鉢が登場する。これは、仏

餉鉢、仏飯鉢、仏供鉢などと呼ばれ、米飯を盛って

仏前に供える鉢です。平安時代までの鉢が直径 20

㎝程度だったのが、鎌倉時代から室町時代にかけて

次第に大きなものが造られている。 

 彌彦神社（新潟）の鉄鉢は、直径 59 ㎝、高さ 35.4

㎝の大鉢で、鎌倉時代末期の嘉暦元年（1326）に奉

納されている。また、新宮熊野神社（福島）にある

大きな銅鉢は、直径 62.5 ㎝、高さ 28 ㎝で、南北朝

時代の暦応四年（1341）に奉納されたものである。

他にも、都々古別神社(福島県八槻)の四口揃いの銅

鉢、平泉寺大日堂(山形)の鉄鉢、そして、磐梯山恵

日寺(福島)の鉄鉢等々、洗米鉢や賽銭鉢と呼ばれる

鉢が東北地方を中心に多数残されている。洗米を一

杯に入れて奉納されたと伝えられる鉢もある。これ

らの鉢は、賽銭箱の古いかたちを伝える貴重な文化

財と言える。 

 これより 10 年後、延慶 2 年（1309）に制作され

た『春日権現験記絵』にも賽銭箱が描かれています。

嵯峨の釈迦堂として人々の信仰を集めた清涼寺の場

面で、釈迦堂に置かれた賽銭箱は半分ほどが屋根に

隠れているが、その外観は『一遍聖絵』のものと大

変よく似た唐櫃型の意匠である。 

 鎌倉時代から南北朝、室町時代へかけて、親鸞聖

人の絵巻や絵図が数多く制作されているが、この中

に「六角堂夢想」の場面に賽銭箱が描かれているの

がある。六角堂の正面に置かれた賽銭箱の意匠や大

きさなどは様々であるが、鎌倉時代に描かれた絵で

は賽銭箱は、一台であるが、南北朝時代以降の絵に

は、3 台も描かれているのがあり、この時代の六角

堂には実際に３台の賽銭箱が置かれていたのではな

いかと、興味深いものがある。これらの絵巻に登場

する京都の因幡堂、清涼寺釈迦堂、六角堂はそれぞ

れ庶民の信仰を集め、多くの人々が参詣にくる寺院

であったため、畿内でも早くから賽銭箱が置かれた

と考えられる。 

 室町時代後期、天文元年（1532）に将軍足利義晴

が寄進した絵巻物『桑実寺縁起』がある。薬師如来

を本尊とする桑実寺の本堂には唐櫃型の賽銭箱が置
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かれ、人々が参詣に訪れる様子が描かれている。こ

の時代になると、多くの有名寺院や神社で賽銭箱が

設置されるようになったと考えられる。 

 また、各地の社寺参詣曼荼羅図や洛中洛外図、近

世風俗画などに賽銭箱が描かれている。社寺参詣曼

荼羅図などには、柄杓を差し出して賽銭を求める姿

が数多く登場する。 

 例として、京都の『珍皇寺参詣曼荼羅図』には、

本堂の上から覆面をした 6 人の男衆が、大きな長い

柄杓を差し出して喜拾を受けている様子が画面の中

心に描かれている。また、「洛中洛外図」の中でも、

勧進僧が柄杓を持って通行人から喜拾を求める姿が

あり、柄杓は賽銭箱ではないが、賽銭を集めるため

の道具として使用されていたことが理解できよう。 

 江戸時代に入ると、名所巡りの案内書として『江

戸名所図会』や『都名所図会』など各地の名所図会

が出版されたが、これらの中にも賽銭箱を見ること

が出来る。江戸の「五百羅漢寺」では、人々が大き

な堂内を巡路に沿ってお参りする姿と多数の賽銭箱

が描かれている。 

4）賽銭箱の形状 

 賽銭箱は、古くは散銭櫃と呼ばれていた。その原

形は櫃である。櫃は箱の総称ですが、上面を開口と

して蓋があり、唐櫃、倭櫃、長櫃、鎧櫃、具足櫃、

折櫃、米櫃、炭櫃など、収納物や使用目的でさまざ

まな名称が付けられている。  

 最初は櫃の蓋を外して賽銭箱に用いたが、賽銭が

盗まれるため、手が入らないように開口部分に格子

を取付け、さらに中が見えにくく、ひっくり返して

も賽銭が出ないように斜めの板を取付けたものと思

われる。また、大きくしたり、重くしたり、建築と

一体化したりと、いつの時代も賽銭泥棒との戦いだ

ったようである。 

通常、賽銭箱の形状は長方形で、中央に向かって

2 枚の板が斜めに取り付けられた構造になっており、

多くの場合、上部は桟（梯子状）で覆われて中の金

銭に手が届かない構造になっている。最近では鍵付

で引き出し式のものが多い。屋根付あるいは脚付の

ものもある。材質は、圧倒的に木製が多い。初詣を

する人が多い社寺では、正月期間だけ特大の賽銭箱

を設ける。 

尚、近年では、賽銭箱を無理にこじ開けたり、賽

銭箱をそのまま持ち出したりする被害もあるため、

金属製の賽銭箱なども使用されている。 

以上のことから当初、賽銭は鉢などに置かれるも

のであったが、賽銭箱が盗難防止の為に設置された

ため、その中へ「投げいれる」という行為が発生し

たものと考えられる。 

 

５．「投げられる」賽銭  

1) 個人化と「投げる」 

柳田国男によると、元々日本人には、二種類の神

が存在したという。一つは、昔から先祖代々祀って

きた、慣れ親しんだ神である。もう一つは、見知ら

ぬ神である。慣れ親しんだ神には、決められた祭日

意外に敬意を表すために供え物を献上する必要はな

いが、見知らぬ神には、見知らぬ故に、一層敬意を

表する必要があり、それが賽銭という行為を生み出

したとする。 

加えて、氏神に対しては、共同の祈願をするのが

常であったのに、賽銭をあげて拝む神に対しては、

今まで思いもよらなかった個人の祈願をするように

なった。柳田は、この現象を「神を試みる」と呼び

「信仰の個人化」という現象が勢いを得るようにな

ったとする。 

古代日本に輸入された仏教は、もともと、国家安

寧や五穀豊穣を祈願するための宗教として受容され

た。国家の隆盛と国民の繁栄を達成するための手段

として、仏教は日本で広まり始めたものである。 

その後、加持祈祷を主とする密教が盛んになり、

病気平癒、安産祈願、除災招福などを、多くの人々

が寺院や僧侶に求めるようになる。さらに、近代以

降から現代に至るまでも、家内安全、商売繁盛、ま

た交通安全や学業成就を、日本人は社寺の神仏に願

ってきた。こうした各種の現世利益の希求こそ、日

本宗教史を支える根幹的な要素の一つである。 

しかしながら、現世利益の性格やそれに対する

人々の考え方は、時代ごとに微妙に変化してきた。

中でも大きな変化となったのは、都市化の進行に伴

う現世利益の個人化である。 

農山漁村の共同体が盤石な社会では、宗教的な祈

りは、共同体の安定的な維持のためにこそ行われた。
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何よりも村全体の幸福が祈願され、個人の悩みや願

いは二の次だったのである。 

しかし、都市化が進行したことで共同体の結びつ

きが緩むと、個人の欲望に基づく神仏への願掛けが

顕著になってくる。 

わが国では、おおむね近世の頃から、都市化に伴

う現世利益の祈りの個人化が進展した。 

近世以降に顕著になる共同体のための祈願から個

人本位の祈願への移り変わりは、「賽銭箱」の出現と

普及に象徴される。 

共同体のための祈願では、村の人々が社寺や祭礼

の場などに集まり、ともに祈りを捧げた。 

しかし、社寺に「賽銭箱」が設置されると、人々

は個人ごとに社寺を訪れ、僅かではあるが、私有財

産の一部を投下して、個々の願望の成就を神仏に祈

るようになった。 

かくして、次第に多くの日本人が、自分の願いを

叶えてくれるように「期待」して、個人単位での「神

頼み」するようになり、信仰の個人化が進むように

なったのである。  

現代の都市社会では、現世利益は個人本位で求め

るのが、ごく当たり前になっている。自分ではなく

他人の幸福のために祈る者もいるであろうが、共同

体や国家のためを思って社寺へ向かう人はごく少数

派と思われる。 

さらに近年では、従来型の現世利益を求めてでは

なく、あくまでも自分の心の持ちようを改善するた

めに、メンタルケアの為に社寺に通う人々も増加し

ている様である。 

すなわち、心に抱える問題が客観的に改善しなく

ても、主観的な心の状態が良くなり、前向きになる

こと、問題を肯定的に受容し、積極的に取り組める

ようになること、やがて願望を実現するのにふさわ

しい強い「期待」を持てるようになることを期待し

て、社寺やパワースポットを訪れる人が増加してい

る。 

この様に賽銭は「期待」を貨幣に込めて投げている

と推察される。そもそも、お金は、経済的にも精神

的にも「大切なもの」として教育されてきている。

その「大切な」貨幣を賽銭として投げる行為は、神

様に「期待」を込めて、「安全・安心」を買っている

とも言えよう。 

 

２）信仰なく「投げる」 

一般的には、宗教は信仰の対象であり、神仏のよ

うな超越的存在をめぐる教えの体系があり、それを

信徒が受容して自らの行動規範とするのが宗教であ

る。信仰を宗教の必須条件とはしない。「信仰なき宗

教」もあり、現代においては、むしろ、そちらが活

発になっているとする。 

初詣等の寺社参拝は「信仰なき実践」としての宗

教であり、檀家の一員であるのに宗派の教えに関心

がないのは「信仰なき所属」としての宗教である。 

日本では信仰を重視しない伝統宗教が広範にかつ長

期的に存在し、日本人のそれらに対する態度には、

漠然とした観念はあっても、明確に言語化できるよ

うな信仰は見出しにくい。しかし、宗教的な心は大

切と思う人は多い。つまり、多くの日本人にとって、

宗教は信じるものではないが、大切なものである。

宗教が気分や情緒に関わる実践として重視されてお

りそれは、無宗教ではなく、世俗社会の「信仰なき

（実践の）宗教」である。 

神社仏閣に参拝する人々は、みな信仰心を有し、

寺社に祀られる神仏の霊験を確信し、地獄や浄土の

実在を固く信じており、その上で、賽銭を投げ、お

みくじを引き、お守りを買ったりしているのだろう

か。もちろん、強い信仰心に突き動かされて寺社参

拝する人はいるが、多くの人はそうではないと思わ

れる。しかし、後者の人々が、寺社参拝に一切の価

値を見出さず、全くの徒労と感じているかといえば

そうでもないはずである。彼らは、信仰心がなくと

も、それなりに意味のある「行為」として、寺社参

拝に於いて賽銭を「投げて」いるのである。 

柳川は、信仰心だけでは説明しきれない、日本人

と宗教の関係性を指摘している。日本には近代以前

から「特別に心の問題として信じるものを持たなく

ても宗教が持てるというかたち」があるとし、まさ

に初詣を例に挙げる。例えば、明治神宮に行く人が、

天皇の霊魂の存続を信じているか、そもそも誰が祀

られているか知っているかというと、過不足である。

とはいえ、初詣をしないとなんとなく年が改まった

気がしない。少し特別な気分転換として初詣は実践
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されているというものである。 

 ここにその延長線上として、賽銭を「投げる」とい

う行為があるのではないであろうか。即ち、賽銭箱

に賽銭を「投げ入れる」行為が「気分転換」の一つ

になるのである。 

 

３）「投げる」という満足感 

一般的に、日本人には無神論者が多い、日本人は

本質的に無宗教とされる。その一方、年中行事、冠

婚葬祭、神社仏閣めぐり等、日本人が宗教に触れる

機会は数多く、ヒーリング、パワースポット、開運

セラピーなどのスピリチュアル文化も広がってきて

いる。 

つまり、無宗教であるはずの日本社会に宗教が染

み出し、無宗教であるはずの日本人が宗教を積極的

消極的に活用して生きているように見える。 

こうしたことから、神社仏閣において、その場に

於いて賽銭を賽銭箱に向かって投げるという行為自

体に価値を見出し、「投げる」という行動で自分自身

の中で完結するのである。 

一般人が投げた賽銭の金額の調査によると、最も

多かったのは「100 円」で 33.7％、「5 円」18.9％、

「10 円」12.5％、「50 円」7.5％、「500 円」「0 円」

が同率の 6.0％であった。 

「100 円」はキリもよく、”願掛け”をする対価とし

て最適と思う人が多いと思われる。 

また、”ご縁がありますように”の「５円」や”見

通しが良い”などと言われる「50 円」など、いわゆ

る穴のあいたお金も人気があるようである。 

以上のことからも、賽銭は純粋な宗教心から投げ

るものではなく、単に一つの「投げる」という行為

に満足しているだけに過ぎないものと推察されっる。 

 

６．投げられない賽銭 

2010 年代後半から、一部の神社や寺院において、

賽銭泥棒防止や外国人観光客への対応を目的として、

電子マネーや QR・バーコード決済など、キャッシ

ュレスによる賽銭が試行されている。4⁾この場合の

賽銭箱は、白木の箱に電子マネーの決済端末やタブ

レットが設置されたものとなる。尚、「お布施は財物

に託して、信者の心や魂を仏様に捧げるものであり、

対価取引の営業行為とは根本的に異なるキャッシュ

レスによるお布施は不適切である」として導入に反

対する意見もある。5⁾ 

近年、現金を持ち歩かない若者や外国人外国人観

光客が増えたことから、スマホ決済サービスや電子

マネーでの賽銭の需要が見込まれると考えられ、導

入に踏み切っている。 

また、今までは人間の手で計算していた賽銭の勘

定作業が、電子決済でスムーズになり、人件費の軽

減に繋がる利点も指摘されている。さらに、Twitter

上ではキャッシュレスお賽銭を歓迎する意見が多く

見られるようになっている。 

その反面、2022 年 1 月公開の「キャッシュレス

と日本の贈り物文化に関する意識調査」によれば、

調査対象の 9割以上の人がキャッシュレス決済を使

用している。だが、賽銭・冠婚葬祭費・お年玉に関

しては、半数以上がキャッシュレス化を望んでいな

い。中でも賽銭については、最多の 67％以上が望ん

でいないと回答されている。 

その理由として一番多く挙げられたのは「気持ち

がこもっていないように感じるから」というものだ。
6⁾「気持ち」というのは参拝者の内面の問題であっ

て、賽銭の形式とは一見無関係のように思える。な

ぜ現金には気持ちがこもり、SUICA や PayPay に

はこもらないのだろうか。 

 岡本によれば、こうしたタイプの呪術は「接触呪

術」と呼ばれる。しかしながら、キャッシュレスで

は、単なる数字の移行にしかならず、「接触」感は無

い。 

ここで重要なのは、賽銭が硬貨や紙幣という物質

的形状を持つことである。先に述べたように、賽銭

となる硬貨は、財布に入れて肌身離さず持ち歩いて

きた大事なものであり、呪術の発動に十分な接触を

経ていると想像されるのだろう。 

他方、キャッシュレスは、まさに貨幣の物質性を

消去する点に意味がある。両替や集計といった手間

は大幅に削減されるが、それでお賽銭を納めても抽

象的な数字の移行にしかならない。自分自身の霊的

コピーを神前に供えるという呪術の本質的部分が損

なわれたように感じられるのではないだろうか。 

では、接触型の呪術にそぐわない賽銭のキャッシ
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ュレス化は、今後、広がってゆくことはないのだろ

うか。筆者は、そうとも言えないと考えている。と

いうのも、時代や技術と共に、私たちの宗教的な感

性や思考も変化するからである。 

新しい技術は、伝統的な呪術や宗教実践を排斥す

るだけではない。むしろ、新技術がもたらす感覚変

容によって、それまでになかった呪術が生み出され

もする。賽銭のキャッシュレス化も、そうした新呪

術の展開と根底ではつながる現象だと思われる。 

 

７．考察 

➀ 敬うべき対象である神仏に対して賽銭を「投げ

る」行為は、日本独自のものである。お金を「投げ

る」という行為は、社会的規範からは逸脱した行為

であるものの、習慣として周りの人間が同様の行為

を行っているので同調して投げる故、罪悪感は無い。 

② 賽銭を「投げる」行為の目的は、「つながり」「期

待」「気分転換」であり、実体のない神に対しての「つ

ながり」の手段として賽銭を「期待」を込めて投げ

る傾向にある。 

③ 賽銭を「投げた」ことで自己の宗教行事として

の一連の行為が終了し自己満足感を得る。 

 （賽銭を投げるというイベント化） 

④ 「ご縁がありますように」などと賽銭には５円

玉や 50 円玉など穴あき硬貨が使用されることが

多々あり、「縁」という「つながり」を意識したもの

となっている。 

⑤ 賽銭のキャシュレス化が新しい呪術を生み出す

可能性がある。 

 

８．結論 

以上の事から、賽銭は先行研究が主張するような

「穢れを払う」ものではなく、単なる神仏に対する

「チップ」に過ぎないと考えられる。「チップ」とは、

規定料金とは別に、サービスを受けたことに対して

心づけとして相手に渡す現金である。 

 実際、直接的にサービスを受けるものではないが、

これから受けられるかもしれないという「期待」に

対する「サービス」の対価として賽銭を投げるので

ある。 

さらに「投げる」という行為が、宗教行為に自身が

参加したという満足感を充足するものとなっている。 

 また、心の中では「神様仏様お願いします」と賽

銭を投げたことで、自身と神仏との「つながり」を

仮想接触した気持ちになることで心の「安全・安心」

を小銭で買っているとも言えよう。 

  

９．今後の課題 

➀ 神仏に対しての賽銭 なぜ「投げる」と言う言

葉で表現されるようになったのか、その起源と由来。 

② 賽銭のキャシュレス化が日本人の宗教心や行動

に如何なる影響を与えるものか。 

③ 諸外国の様に「寄付」という概念が賽銭の中に

含有されているものなのか。 

④ キャッシュレス化した場合、賽銭が「寄付」行

為とみなされる可能性はないのか。 

「寄付」行為とみなされた場合、「送金」扱いになる

可能性があり、今後の対応が待たれるところである。 

 

１０．おわりに 

人間は経済的な動物であり、効用（utility）を最

大化するよう合理的に選択し行動する。しかし、不

確実な状況では、生来の期待効用を最大化するよう

に行動する。 

 我々日本人は、何故、神様と言う不確定要素の大

きい対象に向かって賽銭をなげるのであろうか。 

それは、実体のない「神」に対しての「つながり」

を求めるからであろう。そのための必要装置として

「賽銭」が機能しているのである。 

賽銭を「賽銭箱」にお金を投げることで心の中で

神と繋がり自分本位の「安心」を買っているのであ

る。 

信仰を持たない人が大半を占める日本人。しかし

他方で、仏教や神道、キリスト教などの行事とは縁

が深い。こうした日本の不可思議な状況をどう見れ

ばいいのだろうか。 

わが国では、神仏に何かをしてもらおうと希求す

る「心理利益」を中心とする傾向が強い。 

しかしながら、神仏が何かをしてくれるという場面

を目撃したこともなく、お礼に訪れることもないに

も拘わらず、人は少額とはいえ賽銭を神仏へ投げる。 

果たして、賽銭の電子化は「神」との「つながり」
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や「期待」にどの程度、貢献できるのであろうか。

興味深いところである。 
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新人看護職員と「学びの共同体」 
 

柏田 三千代 
日本国際情報学会 

 

"learning Community" with new nurses  
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The "learning community" advocated by Manabu Sato is a school reform, consisting of a vision, 

philosophy, and activity system. 

This time, one senior nurse instructed four new nurses, and considering the way of thinking and activity 

system of the "learning community", it was found that it was insufficient outside the public nature. But other 

philosophies such as democracy and excellence were fine. 

1.はじめに 

看護師等養成所を卒業した就労 1 年未満の新人看

護職員は、厚生労働省が 2014 年 2 月に改訂版を作成

した「新人看護職員研修ガイドライン」1）に基づい

て、日々看護技術を習得している。 

その看護技術を習得する方法として多くの医療機

関では、先輩看護職員と新人看護職員のペアを組む

方法が取られているが、先輩看護職員と新人看護職

員のペアによる先行研究 2）3）では、新人看護職員は

先輩看護職員の指示を受けて業務を行うため思考力

が身につきにくく、先輩看護職員も新人看護職員に

合わせる時間的余裕がなく、先輩看護職員が業務を

行ってしまっていた。 

一方、新人看護職員 4 名と先輩看護指導者 1 名体

制の先行研究 4）では、佐藤学が提唱している「学び

の共同体」の「小グループの学び」から新人看護職

員ペア、新人看護職員 4 名と先輩看護指導者 1 名体

制の学びを考察すると、新人看護職員は同期だから

こそ、気兼ねなく相談でき、1 人で悩まずに業務を

行え、安心感があり相談しやすい環境になっていた。 

しかし、佐藤学の「学びの共同体」はヴィジョン

と哲学と活動システムで成り立っており、「小グルー

プの学び」だけでは、問題点は表出されなかったが、

他の哲学や活動システムでも問題が表出しないのか

疑問である。 

そこで、先行研究 4）の質問紙調査を用いて、哲学

や活動システムでも問題が表出しないのかを明らか

にしていく。 

 

2. 指導方法 

研究対象者は 2021 年 P 病院に入職した新人看護

職員 4 名と先輩看護指導者 1 名体制を取った 4 名の

新人看護職員で、指導期間は 4 月中旬～6 月中旬で

ある。 

4 月中旬から新人看護職員 4 名と先輩看護職員 1

名での指導を開始したが、開始時には新人看護職員

が 2 名ずつペアを組み、1 名の患者を受け持った。1

日の仕事が始まる前には、個々が電子カルテでその

日に受け持つ患者の情報収取をし、患者の情報収集

が終えたところで 1 名の先輩看護職員と 1 日の業務

調整を図っている。 

先輩看護職員 1 名が 4 名の新人看護職員を指導す

るにあたって指標とするものは、厚生労働省「新人

看護職員研修ガイドライン」の「新人看護師におけ

る到達目標」である。「新人看護師における到達目標」

項目は 14 項目に分かれ、その各項目にはさらに細や

かな 70 もの技術内容に分類されている。１年以内に

到達を目指す項目の到達の目安は、【Ⅳ：知識として

わかる、Ⅲ：演習でできる、Ⅱ：指導の下でできる、

Ⅰ：できる】と定められているため、新人看護職員
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は先輩看護職員の指導から離れ、1 人で行える看護

技術は【Ⅰ：できる】と評価されてからである。 

4 月中旬開始当時には新人看護職員 2 名で 1 名の

患者を受け持っていたが、業務に慣れてきた段階で、

新人看護職員 2 名で 2 名の患者を受持ち、さらに 3

名の患者を受持つなど業務量を増やしていった。   

新人看護職員 2 名でのペア期間が 1 カ月過ぎた 5

月下旬頃からは、新人看護職員 1 名で患者を 1 名受

け持つことになった。受持ち患者 1 名から始まった

が、新人看護職員と相談して新人看護職員 4 名全員

が均一の患者数を受け持つのではなく、個々が受け

持ちたい患者の人数を申し出てもらい、徐々に受け

持つ患者の人数を 2 名、3 名と 6 月中旬までに増や

していった。 

 

3.研究方法 

調査対象は P 病院 2021 年に入職した新人看護職

員 4 名と先輩看護指導者 1 名体制を取った 4 名の新

人看護職員とし、調査期間は 6 月初旬で、研究方法

は無記名の質問紙調査である。倫理的配慮として個

人が特定できないように配慮することを口頭で説明

し同意を得た後、質問紙を配布、回収袋に投函して

回答を得た。 

質問紙調査の内容として、4 月中旬から新人看護

職員 4 名と先輩看護指導者 1 名体制を取り、新人看

護職員ペアを組んで看護業務を行ったことによる抱

いた思いや、新人看護職員 4 名と先輩看護指導者 1

名体制に抱いた思いを率直に述べて貰うように説明

を行った。 

 

4.結果（表 1） 

新人看護職員ペアを組んで看護業務を行ったこと

による抱いた思いについての質問は 4項目である。

内容として【わからない事は互いに聞き合うことが

できていたか】【互いに教える教えて貰う関係性がで

きていたか】【協力して業務を行うことができたか】

【2 人のペア以外に 4 人で情報を共有し、互いに教

え合う関係性ができていたか】である。 

【わからない事は互いに聞き合うことができてい

たか】という問いには、新人看護職員 4名すべてが

互いに聴き合うことができていた。また、同期だか

らこそ、気兼ねなく相談でき、1 人で悩まずに業務

を行えていた。 

【互いに教える教えて貰う関係性ができていた

か】という問いは、「教える」ことはしていないが、

知らないことは聴くことができ、知っていることは

相手に「伝える」ことを行っている。同期というこ

ともあり、誰が上でも下でもない対等な仲間として

接することができ、自己の疑問をそのままにせず解

決しながら、業務に取り組むことが出来ていた。 

【協力して業務を行うことができたか】の問いに

ついても、4 名ともに協力することができていたと

回答している。他者の動きを見て自己の動きを考え、

また他者の動きの良い点を見出し自己も模倣する。

或いは、自己の考えを述べ、他者の考えを聞きなが

らコミュニケーションを取っていた。 

新人看護職員 4名と先輩看護指導者 1名体制に抱

いた思いについても質問は 3項目である。内容とし

て、【2人のペア以外に 4人で情報を共有し、互いに

教え合う関係性ができていたか】【従来の新人看護職

員 1名と先輩看護職員 1名でペアを組んで業務を行

う体制ではなく、新人看護職員 4名と指導者 1名体

制で良かったと思える点】【新人看護職員 4名と指導

者 1名体制の問題点や改善点】である。 

【2 人のペア以外に 4 人で情報を共有し、互いに

教え合う関係性ができていたか】との問いに、4 名

ともペアだけの関係性ではなく、4 名で情報共有を

行えていた。また、それは勤務時間内にとどまらず、

朝の勤務前に 4名で集まり、昼休憩時にも 4名で集

まり情報共有していた。 

【従来の新人看護職員 1名と先輩看護職員 1名で

ペアを組んで業務を行う体制ではなく、新人看護職

員 4名と指導者 1名体制で良かったと思える点】の

問いに、新人看護職員 4名体制は 1人ではないので

安心感があり相談しやすい環境であったこと、また、

新人看護職員 4名と指導者 1名体制は看護等養成所

の実習体制に類似しており、新人看護職員にとって

は馴染み深く、適応しやすい環境となっていた。先

輩看護職員 1名体制については、先輩看護職員は新

人看護職員の受持ち患者だけを担当していたため、

忙しそうだからと質問することをためらうことなく

質問することができ、自己を振り返りながら時間を 
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表 1．新人看護職員ペア、新人看護職員 4 名と先輩看護指導者 1 名体制についての思い 

1）2 人でペアを組んだ時は、わからない事は互いに聞き合うことができていましたか？ 

A 氏：「できました。1 人で悩まずに相談することができたので、気持ちがとても楽だった。」 

B 氏：「できていた。同じ立場にいるので、話しやすかった。シャドーだと同期が何をしているのか分からないし、受持ち（患者）

など同じ立場ではないので、聞きにくくなかったと思うと良かった。」 

C 氏：「はい。」 

D 氏：「分からない事や不明点は、ペアに聞くことができていました。同期なので聞きやすかった。」 

2）2 人でペアを組んだ時に、互いに教える教えて貰う関係性ができていましたか？ 

A 氏：「はい。自分が分からないことは聞く、自分が分かることは伝えるをしていた。」 

B 氏：「できていた。同期なので話しやすかった。分からない事や疑問に思う事をそのままにせず、スッキリして業務に取り組め

た。」 

C 氏：「教えるということはできていなかったが、関係性はできていたと思う。」 

D 氏：「できていないところを注意し合えたり、自分が知っていて相手が知らない知識を伝えることができていた。」 

3）2 人でペアを組んだ時に、協力して業務を行うことができましたか？ 

A 氏：「できました。相手のやり方など参考にして業務を行った。」 

B 氏：「できていた。同期なので自分の考えを話したり、聞いたりしやすかった。」 

C 氏：「できた。相手が次にどう動くか考えながら実施できた。」 

D 氏：「できていました。協力して業務を分担するなど、コミュニケーションを取りながら行えた。」 

4）2 人のペア以外に 4 人で情報を共有し、互いに教え合う関係性ができていましたか？ 

A 氏：「できていた。知らない情報を教えて貰ったり、学んだ事を共有できていた。」 

B 氏：「できていた。」 

C 氏：「できていた。」 

D 氏：「4 人で集まる朝の時間や昼休憩にも 4 人で情報を共有することができていました。」 

5）従来の新人看護職員 1 名と先輩看護職員 1 名でペアを組んで業務を行う体制ではなく、新人看護職員 4 名と指導者 1 名体制で

良かったと思える点はありますか？ 

A 氏：「あります。相談しやすい環境だった。自分の手技などをしっかり見て貰えた。時間をかけて 1 つ 1 つ教えて貰うことがで

きた。分からないことを質問しやすかった。学んだ事をゆっくり振り返って貰うことができた。」 

B 氏：「統一した方法で学ぶことができたので迷いはなかった。1 人で動いていないので安心感がある。相談しやすい。自分の自

己肯定感が先輩と比べないから維持できた。実習と 4：1 の流れが似ていたので馴染みやすかった。」 

C 氏：「指導者さんが忙しそうだからと、作業している時に質問するのをためらったりすることがなくできたり、援助を焦り過ぎ

ることなく実施できる点が良かった。」 

D 氏：「指導者がコロコロ変わることがなかったので、自分のレベルや苦手なところを理解してくれているため、相談しやすく安

心して働くことができた。他の患者を回らず自分たち受持ち患者のみの対応であったため、とても丁寧に指導して貰うことができ、

とても安心につながった。」 

6）新人看護職員 4 名と指導者 1 名体制の問題点や改善点はありますか？ 

A 氏：「処置の機会が少なかったこと。」 

B 氏：「シャドーウィングではないので、様々な処置やケアは見学したり学ぶ機会がゆっくりであること。先輩と一体して協力し

て仕事をしている感じがなく、先輩との和に溶け込めない。」 

C 氏：「受け持つ患者さんによって処置を見る機会が減少することがあるかなと思う。」 

D 氏：「問題はありません。」 
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かけてゆっくりと指導して貰うことができていた。

また、1 名の先輩看護師が毎日指導することで、新

人看護職員の不得意な個所を理解しているため相談

しやすく、新人看護職員の安心につながっていた。 

【新人看護職員 4名と指導者 1名体制の問題点や

改善点】の問いには、新人看護職員の受け持つ患者

や人数によって患者の処置やケアを行う機会が、従

来の新人看護職員 1名と先輩看護職員 1名ペアの時

よりも減少するということである。また、1 名の先

輩看護職員が継続して指導することで、他の先輩看 

護職員との接点が少なく、コミュニケーションが取

りにくいと感じていた。 

 

5.考察 

「学びの共同体」の学校像は、ジョン・デューイ

（John Dewey）が 1896年にシカゴ大学に附設した実

験学校に由来し、1910年代以降の新教育運動におい

て世界各国に普及、戦後もアメリカの革新主義の教

育改革に継承されている。日本では「学びの共同体」

の概念が佐藤学により継承され、1998年「パイロッ

トスクール・浜之郷小学校」が新設されていた 5）。

「学びの共同体」づくりを推進した学校は、どんな

荒れた学校でも生徒間や教師と生徒間のトラブルが

約 1年後には、皆無か皆無に近い状態になり、生徒

たちが一人残らず積極的に学びに参加するようにな

る。そして、2 年後には成績の低い生徒の学力が向

上し、3 年後には成績上位者の成績も向上して、市

内でもトップもしくはトップクラスの学校へと再生

する奇跡を起こしている 6）。 

佐藤学の「学びの共同体」は、ヴィジョンと哲学

（公共性・民主主義・卓越性）と活動システムで成

り立っている。（表 2） 

まず、新人看護職員 4名と先輩看護職員 1名体制を

哲学の公共性について考えてみる。佐藤学は公共性

について以下のように述べている。 

 

公共性 ― 学校は公共的使命とその責任に

よって組織された場所であり、教師はその公共

的使命とその責任を担う専門家である。学校の

公共的使命とそれを担う教師の責任は、子ども

一人ひとりの学びの権利を実現し民主主義の社

会を実現することにある。 

学校の「公共性」の意味は、学校が公共空間

として開かれていることにある。「公共性」は空

間概念であり、学校と教室の空間が内にも外に

も開かれ、多様な生き方や考え方が対話的コミ

ュニケーションによって交流されていることに

ある 7）。 

 

【従来の新人看護職員 1名と先輩看護職員 1名でペ

アを組んで業務を行う体制ではなく、新人看護職員

4 名と指導者 1 名体制で良かったと思える点】の回

答から A氏は、「相談しやすい環境だった。自分の手

技などをしっかり見て貰えた。時間をかけて 1 つ 1

つ教えて貰うことができた。分からないことを質問

しやすかった。学んだ事をゆっくり振り返って貰う

ことができた。」と述べ、B氏も「統一した方法で学

ぶことができたので迷いはなかった。」と回答し、C

氏は「指導者さんが忙しそうだからと、作業してい

る時に質問するのをためらったりすることがなくで

きたり、援助を焦り過ぎることなく実施できた。」、D

氏も「指導者がコロコロ変わることがなかったので、

自分のレベルや苦手なところを理解してくれている

ため、相談しやすく安心して働くことができた。他

の患者を回らず自分たち受持ち患者のみの対応であ

ったため、とても丁寧に指導して貰うことができ、

とても安心につながった。」と回答している。 

新人看護職員は、指導者が日々交代することがな

かったため、新人看護職員の技術習得状況を理解し、

安心してゆっくり振り返りながら技術を習得するこ

とが出来ていた。それは、佐藤学が述べている公共

性の“内”の空間概念である学びの権利を実現でき

ていたのではないだろうか。 

しかし、【新人看護職員 4名と指導者 1名体制の問

題点や改善点】の回答を見ると、A 氏や C 氏は「処

置の機会が少なかったこと。」と述べ、B氏は「先輩

と一体して協力して仕事をしている感じがなく、先

輩との和に溶け込めない。」と回答している。それは、

1 名の先輩看護職員が新人看護職員を指導している

ため“外”の空間概念である他の先輩看護職員との

交流が少ないことを意味している。 

「学びの共同体」では、子どもと教師と保護者、地
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域市民までも授業づくりに参加し“内”“外”の交流

を図っているが、新人看護職員 4名と指導者 1名体

制では、“外”の公共性が不十分であることがわかっ

た。これから、“外”の公共性が得られるように、他

の先輩看護職員との交流を図れるようにすることが

課題である。 

次に、佐藤学は民主主義について以下のように述

べている。 

 

民主主義 ― 学校教育の目的は民主主義社

会の建設にあり、学校はそれ自体が民主的な社

会組織でなければならない。「民主主義」はたん

なる政治的手続きではない。ここで言う「民主

主義」は、デューイの定義したように、「他者と

共に生きる方法」を意味している。 

民主主義の原理で組織された学校において子

ども、教師、保護者の一人ひとりは、それぞれ

固有の役割と責任を負って学校運営に参加する

主人公である 8）。 

 

新人看護職員の先輩看護職員とのコミュニケーシ

ョンを【従来の新人看護職員 1 名と先輩看護職員 1

名でペアを組んで業務を行う体制ではなく、新人看

護職員4名と指導者1名体制で良かったと思える点】

で見てみると、A氏や B氏、C氏は「分からないこと

を質問しやすかった。」と回答し、D氏は「相談しや

すく安心して働くことができた。」と述べている。 

また、新人看護職員間の【わからない事は互いに聞

き合うことができていたか】【互いに教える教えて貰

う関係性ができていたか】【協力して業務を行うこと

ができたか】【2人のペア以外に 4人で情報を共有し、

互いに教え合う関係性ができていたか】の意見では、

A氏は「1人で悩まずに相談することができたので、

気持ちがとても楽だった。」、B 氏は「同期なので話

しやすかった。」、C 氏は「関係性はできていたと思

う。」、D 氏も「協力して業務を分担するなど、コミ

ュニケーションを取りながら行えた。「4人で集まる

朝の時間や昼休憩にも 4人で情報を共有することが

できていました。」と述べている。 

「学びの共同体」の学校運営となる他の先輩看護

職員との事例研究会ということはできないが、先輩

看護職員と新人看護職員、新人看護職員間ともに話

し合いができ、コミュニケーションを取ることがで

きていたのではないだろうか。 

また、佐藤学は卓越性について以下のように述べ

ている。 

 

卓越性 ― 教える活動、学ぶ活動は、いず

れも卓越性の追求を必要としている。ここで言

う卓越性とは、他者と比べて優れているという

意味の優秀さではない。自らのベストをつくし

て最高のものを追求するという意味の卓越性で

ある。競争による卓越性の追求が優越感や劣等

感をもたらすのに対して、自らのベストをつく

して最高のものを追求する卓越性は、教える者

にも学ぶ者にも慎み深さと謙虚さをもたらす。

教える活動と学ぶ活動は、本質的に、この意味

における卓越性の追求を含んで成立している 9）。 

 

卓越性を【わからない事は互いに聞き合うことが

できていたか】【互いに教える教えて貰う関係性がで

きていたか】【協力して業務を行うことができたか】

【2 人のペア以外に 4 人で情報を共有し、互いに教

え合う関係性ができていたか】で見てみると、A 氏

は「1 人で悩まずに相談することができた。自分が

分からないことは聞く、自分が分かることは伝える

をしていた。」、B氏は、「聞きにくくなかったと思う

と良かった。」、C氏も「できていた。」、D氏は「同期

なので聞きやすかった。」と回答している。 

新人看護職員の回答から、新人看護職員同士とい

うこともあり、わからないことは遠慮なく聞くこと

ができ、他の新人看護職員が知らないことは知識を

伝えるという行動が取れていたことは、互いに知識

や技術の習得を向上させることができていたのだろ

う。 
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表 2.佐藤学の「学びの共同体」 

「学びの共同体」のヴィジョン 

子どもたちが学び育ち合う場所、教師も専門家として学び育ち合う場所、保護者や市民も学校の教育

活動に参加して学び育ち合う場所へと学校を再生する。 

 

「学びの共同体」の哲学 

公共性・民主主義・卓越性の 3 つの哲学的原理によって導かれる。 

 

「学びの共同体」の活動システム 

他者の声を聴き合う関係を基盤とし、他者の声を聴くことは学びの出発点である。  

  

【子どもたちの活動】 

協同的で反省的な学びを組織されるように、すべての教室において「聴き合う関係」が組織される。 

・小学校 3 年生以上の教室では、男女混合 4 人グループによる協同的な学びを組織すること。 

・教え合う関係ではなく学び合う関係を築くこと。 

・ジャンプのある学びを組織すること。 

 

【教師の活動】 

授業を子どもの学びへの応答関係によって組織される。 

・【聴く】【つなぐ】【もどす】の 3 つの活動を貫くこと。 

・声のテンションを落とし話す言葉を精選すること。 

・即興的対応によって創造的な授業を追求すること。 

 

【学校運営】 

月例の職員会議と週ごとの学年会議以外の会議を廃止し、事例研究会（校内研修）を学校経営の中心

に位置づけ、研究テーマは定めず教師個々が決定する。 

・すべての教師が最低年 1 回は同僚に授業を公開する。 

・事例研究会では、すべての教師が一言は発言する。 

・事例研究会は優れた授業の追求ではなく、一人残らず子どもの学びを成立させ、学びの質を高めるこ

とを主目的とする。 

・研究内容は教材や指導法より、教室で生起した子どもの学びの事実、学び合いの事実に焦点をあてる。 

 

【保護者との関係】 

・授業参観を廃止し、教師と協同して授業づくりに参加する、学習参加に転換し、保護者と教師が子ど

もを育てる責任を共有する活動を展開すること。 

・学習参加は年間を通して 8 割以上の保護者の参加を目標とする。 

・総合学習などにおいて、地域の市民が教師と協同して授業づくりに参加できる機会を設けること。 
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6.おわりに 

看護技術を習得する方法として多くの医療機関で

は、先輩看護職員と新人看護職員のペアを組む方法

が取られているが、今回新人看護職員 4名と先輩看

護指導者 1名体制で取り組んだ。 

佐藤学が提唱している「学びの共同体」の「小グ

ループの学び」のみから新人看護職員ペア、新人看

護職員 4名と先輩看護指導者 1名体制の学びを考察

すると、新人看護職員は同期だからこそ、気兼ねな

く相談でき、1 人で悩まずに業務を行え、安心感が

あり相談しやすい環境になり、課題は見られなかっ

た。 

しかし、佐藤学の「学びの共同体」はヴィジョンと

哲学と活動システムで成り立っており、「小グループ

の学び」だけでは、みられなかった課題が、「学びの

共同体」全体から考察すると、課題が見えてきた。 

哲学の公共性では、佐藤学が述べている公共性の

“内”の空間概念である学びの権利を実現できてい

たが、新人看護職員 4名と指導者 1名体制では、“外”

の公共性が不十分であることがわかった。 

民主主義では、看護職員と新人看護職員、新人看

護職員間ともに話し合いができ、コミュニケーショ

ンを取ることができ、卓越性でも新人看護職員の回

答から、新人看護職員同士ということもあり、わか

らないことは遠慮なく聞くことができ、他の新人看

護職員が知らないことは知識を伝えるという行動が

取れていたことは、互いに知識や技術の習得を向上

させることができていた。 

「学びの共同体」づくりを推進した学校は、どんな

荒れた学校でもトラブルが約 1年後には、皆無か皆

無に近い状態になり、生徒たちが一人残らず積極的

に学びに参加するようになる。そして、2 年後には

成績の低い生徒の学力が向上し、3 年後には成績上

位者の成績も向上する奇跡を起こしている。何と魅

力的な取り組みだろうか。 

学校と病院の教育環境の違いから「学びの共同体」

のすべてを当てはめることは出来ないが、新人看護

職員 4名と先輩看護指導者 1名体制の課題が、“外”

の公共性だけであれば、“外”の公共性を改善すれば、

もっと新人看護職員にとって有益な教育が受けられ

るようになるのではないだろうか。 

 

引用・参考文献 

1） 厚生労働省：新人看護職員研修ガイドライン， 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/00

00049466_1.pdf，2017/5/25． 

2）菊池麻美・金田須美枝・池田由利子：ペアナースが捉えた新人看護

師育成の効果，日本看護学会論文集看護教育，2016，pp202-205. 

3）高取まさみ・久本由香・伊藤みほ・他：パートナーシップ・ナーシング・

システム導入が看護職の職務モチベーションの意識変化に影響を及ぼ

す要因について探る，日本看護学会論文集看護管理，2019，pp91-94. 

4）柏田三千代：新人看護職員への新たな指導方法を試みて, 日本国

際情報学会誌,国際情報研究，第 18 号,2021,pp23-31. 

5）佐藤学：学校改革の哲学,東京大学出版会,2012,pp120-121. 

6）佐藤学：学校改革の哲学,東京大学出版会,2012,p127. 

7）佐藤学：学校改革の哲学,東京大学出版会,2012,pp121-122. 

8）佐藤学：学校改革の哲学,東京大学出版会,2012,p122. 

9）佐藤学：学校改革の哲学,東京大学出版会,2012,p122. 
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日本人における well-being に関する変遷の研究 
―最適なスコアにおける幸福度の構成因子と情動の関連に関する成果を中心に― 

 
豊島 久雄 赤瀬 朋秀 

日本経済大学大学院 ファーマシーマネジメント研究所 

 

Research on transitions regarding well-being in the Japanese. 
‐Focusing on the results of the relationship between the constructs of well-being and its 

effects on the optimal score.— 

 
TOYOSHIMA Hisao AKASE Tomohide 

Pharmacy Management Institute, Graduate School of Business, Japan University of Economics 

 

Japan was ranked 54th in 2022, 56th in 2021, and 62nd in 2020 in the happiness ranking published on 18 

March 2022. The WHO-5 Mental Health Status Table was proposed in 1998, as a scale to measure well-

being; the 2002 PERMA model (Seligman et al.) and the 2021 SPIRE model (Ben-Shahar et al.) were 

published and used for health residents and employees. Meanwhile, the Japanese version of the Mental 

Health Continuum Short Form (Keyes et al.) was developed to assess the positive aspects of mental 

health in a multidimensional way in a medical model. The evolution of the above happiness scores and 

the priorities that make up happiness (family, friends, health, hobbies, community, food, home, work, pets, 

music, holidays, and watching sports teams), as well as the differences in values between Japan and the 

US with regard to these factors, are discussed in this paper. 

1. はじめに 

2022年 3月に国連が発表した世界各国の幸福度の

ランキング「World Happiness Report 2022」による

と、日本は前年から 2つ順位を上げ 54位で、首位は

5年連続でフィンランドであった。 

日本人の客観的幸福度の指数（個人年収などの経

済指標や GDP）は 1958年から上昇しているが、主

観的幸福度は過去 50年間変化しておらず1）、OECD

諸国のうち主観的 well-beingは最下位であった。 

 
1)Diener and Biswas-Diener. Will Money Increase Subjective Well-

Being?.Social Indicators Research，2002，57:2;119-169. 

 

2)世界保健機関（World Health Organization: WHO）「世界保健機関憲

章」の前文 

このような状況下、「経済財政運営と改革の基本

方針 2021」では個人と社会全体の主観的 Well-

being 指数における KPI（重要業績評価指標： 

Key Performance Indicator）設定されたが、日本

人の大規模な主観的 well-being 指数の調査研究は

存在していない。 

最近、幸福度は well-beingと呼ばれることがある

が、well-beingとは良い（well）状態（being）で

あることを表し、広義には、幸福、健康、福利、福

祉を意味する2）。特に、人間のより良い心の状態と

いった主観による well-being は、論理的に説明し
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にくい人間の心の反応であるため、古来、十分に科

学的に分析されることなく、哲学・思想・宗教の対

象とされてきた。また、これまで十分に行われてい

なかった理由は 3つ考えられる。 

① well-being指数の計測がされていなかった。 

（指標の統一化が難しいが、今後、人のデータ計

測はインターネット以来の革命になる可能性が

ある。） 

② 理解が難しい。well-being との因果関係が理解

できていない。（現状、長期的な因果関係の証

明は特に難しく、地球温暖化やがんと喫煙など

に代表される様な因果関係の証明が、難しい現

実がある。） 

③ 社会需要が少ない。well-being を高める健康の

サービス設計やデザイン開発が乏しかった。

（特に日本人の慣例として、無料であるにも関

わらず、予防がん検診率が上がらなく、病気に

なってからお金を支払う体制になっており、十

分なコミュニケーションが実施されていなかっ

た。） 

本レビューは、過去使用されてきた well-being指

数 99 の中で3）、一般成人に汎用度が高い WHO-5精

神的健康状態表、PERMAモデル、SPIREモデル、

Mental Health Continuum Short Form 日本語版を

取り上げる。 

また、幸福度を構成する優先順位として一般従業

員を対象にした、Black engagement solutions the 

happiness study 2015 での幸福度 12因子（家族・ 

友達・健康・趣味・コミュニティ・飲食・家・仕

事・ペット・音楽・休暇・スポーツチーム）と、       

SEDA （sustainable economic development 

assessment）の 10項目の対比により日本人により

適した項目についても考察する。 

最後に、人の幸不幸はどういった情報から来るの

かを、S .Lyubomirskyらの報告、M .Taquetらの

28000 人の 127日からのスマートフォンデータで明

らかになった情報と日本人に最適な主観的 well-

 
3)Linton M-J.Review of 99 self-report measures for assessing well-being 

in adults: exploring dimensions of well-being and developments over 

time． BMJ Open 2016;6:e010641 

being のメカニズムの全体像を考察することを目的

とする。 

2.well-being 指数 

2.1 WHO-5 精神的健康状態表(1998年版) 

日常生活における気分状態を対象者本人に問う 5

つの質問項目（例：明るく、楽しい気分で過ごし

た）から構成されており、短時間で精神的健康状

態の測定が可能である。 

 
表 1.出所：Psychiatric Research Unit, WHO 

Collaborating Center for Mental Health「WHO-5 

精神的健康状態表（1998年版）

http://www.med.oita-u.ac.jp/oita-lcde/WHO-

5%5B1%5D.pdf （参照 2022-06-12） 

粗点は、5つの回答の数字を合計して計算する。粗

点の範囲は 0～25点で、0点は QOL が最も不良であ

ることを示しており、25点は QOLが最も良好である

ことを示している。0～100点の範囲の百分率スコア

を求めるためには、粗点に 4 を掛ける。百分率スコ

 

http://www.med.oita-u.ac.jp/oita-lcde/WHO-5%5B1%5D.pdf
http://www.med.oita-u.ac.jp/oita-lcde/WHO-5%5B1%5D.pdf
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アの 0点は QOLが最も不良で、100 点は QOLが最も

良好であることを示している。解釈では、粗点が 13 

点未満であるか、5 項目のうちのいずれかに 0 また

は 1 の回答があるときには、大うつ病(ICD-10)調査

表(Major Depression Inventory)を実施することを

推奨する。13点未満の得点は精神的健康状態が低い

ことを示し、ICD-10 に基づくうつ病のためのテスト

の適応となる。  

地域高齢者を対象に尺度の信頼性と妥当性が検証

されている4）。また高校生の精神的健康に対する教

師サポートと対人ストレスおよび怒りへの対処行動

の関連で二変量の関係性を調べるために使用されて

いた5）。しかし若年者や従業員や疾病モデルの使用

がなかった。 

  

2.2 PERMAモデル 

Seligman らが開発したスコアであり Positive 

Emotion(ポジティブ感情）、Engagement（エンゲー

ジメント）、Positive Relationship（ポジティブ

な関係性）、Meaning（意味・意義）、

Accomplishment（達成または成功）の頭文字で、

well–beingの概念をポジティブ心理学の観点から

一般に浸透させたものであり、瞬間的な幸福

（happiness)でなく、持続的幸福（flourish)を強

調させたものである。これらに自尊心や楽観性など

の付加的要素も加えることで flourish を実現する

と説明されている6）。23 項目を 0-10ポイント記入

する形である。各要素は独立して定義され測定可能

であり、要素が選択式であり各人の価値観にゆだね

られている。しかし、基本的心理的要素と付加的要

素の関係性は定量的には明らかにされていない。ま

た、各人が選択する際の心理的プロセスについては

十分に明らかにされていない。さらに基本的 5項目

は分析的手法により抽出されたものではなく、先行

研究のレビューから要素を抽出してまとめられたも

 
4)岩佐一 他（2007）「日本語版「WHO-５精神的健康状態表」の信頼性な

らびに妥当性－地域高齢者を対象とした検討－」厚生の指標, 第 54 巻

第 8 号, pp.48-55. 

 

5）渡邊真紀,高校生の精神的健康に対する教師サポートと対人ストレスお

よび怒りへの対処行動の関連川崎医療福祉学会誌,2018 Vol. 27 No. 2 

441－447 

のである。これらの点を踏まえると PERMAモデルは

定量的な検証が十分とは言えない面があると考え 

られる7）。

 

 

6）Seligman, M. E. P.: Flourish: A visionary new understand-ing of 

happiness and well-being, Atria Books, 2011 

 

7）喜多島 知穂,主観的ウェルビーイングの分析と構造化,日本感性工学

会論文誌,2021 Vol.20 No.2 pp.129-139 
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表 2.出所：The Japanese Workplace PERMA-

Profiler 

https://www.peggykern.org/uploads/5/6/6/7/5667

8211/watanube_et_al._2018_-_japanese_perma-

profiler_appendix.pdf（参照 2022-06-12） 

 

2.3 SPIRE モデル 

SPIRE は Ben-Shaharらが開発したモデルであ

り、5つが持続的に実現された状態 whole-beingを

目指し、主観・客観評価の組み合わせ、複数の指標

が持続的に高められている状態を評価する仕様であ

る。Spiritual（幸せな人生と感じていること）、

Physical（心身ともに健康であること）、

Intellectual（深い学びがあること）、Relational

（自分自身と他人との建設的な関係があること）、

Emotional（感動、楽観的でレジリエンスであるこ

と）の 5つの頭文字を取った言葉であり、SPIREを

高めると、well-beingが回復すると考えられてい

る。このスコアはマイドフルネス、レジエリンスの

要素が加わり、予測不可能な現代社会に必要とされ

ている要素が中心となっている。 高浜町では、こ

の SPIRE を感じたり、体験したりできる環境を推進

している ）。 

 

表 3.出所：SPIRE Worksheet 

https://events.wholebeinginstitute.com/wp-

content/uploads/sites/12/2018/03/wbi-mod-1-ol-

l2-spire-ws-1.pdf（参照 2022-06-12） 

 

2.4 Mental Health Continuum Short Form 日本語

版 

Keyesらが開発したスコアであり、精神的健康のポジ

テイプな側面を多元的に評価することを試み、精神的

健康を、感情的 Emotionalwell-being (EW)、心理的

Psychological well–being (PW) 、社会的 Social 

well-being (SW)の 3つの下位因子から構成され、 40

項目からなる Mental Health Continuum (MHC-Long 

Form(LF))尺度から、14項目からなる短縮版尺度  

(MHC-Short Form CSF))が開発された。2週間にどのく

らい頻繁に感じたかを、全くない、1度か 2度、2週 

2 回、2週に 4−6回、ほぼ毎日、毎日の 6段階で 

0 から 5点で測定する方法である。 

https://events.wholebeinginstitute.com/wp-content/uploads/sites/12/2018/03/wbi-mod-1-ol-l2-spire-ws-1.pdf
https://events.wholebeinginstitute.com/wp-content/uploads/sites/12/2018/03/wbi-mod-1-ol-l2-spire-ws-1.pdf
https://events.wholebeinginstitute.com/wp-content/uploads/sites/12/2018/03/wbi-mod-1-ol-l2-spire-ws-1.pdf
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表 4.出所：大片久,ポジテイプな精神的健康をとらえ 

る日本語版 Mental Health Continuum Short Form 

(MHC-SF-J)の高齢者における妥当性と信頼性の検証 

老年社会学,2021.43.262-273表１（参照 2022-06-

12） 

 

MHC-SFでは、主観的 well-being の中核をなす快楽 

を 3 つの快楽的幸福 hedonic well-being (幸福感

happiness、生きる意欲 interest of life、満足感 

satisfaction)に関する項目を Emotional well-being 

EWに対応させている。 

また 6つの機能(自己受容(感)self-acceptance、 

環境制御(感)environmental mastery、積極的な対人 

関係 positive relations with others、自己成長(感) 

personal growth、自律(感)autonomy、人生の有意味 

感 purpose in life) を評価する eudaimonic well-

being 関する項目を psychological well-being（PW）

に対応させている。 

eudaimonic well-beingとは、快楽的幸福 hedonic 

well-beingと対比の概念であり、幸福主義 

(eudaimonism)と呼ばれるものである。このうち 

 
8）Keyes CLM: The mental health continuum; from languishing to 

flourishing in life,Journal of Health and Social Research,2002：43 : 207-

222  

幸福主義とは、“よく生きること(functioning 

well)”こそが高 well-being でありすなわち 

“エウダイモニア”へとつながるという考えである。 

さらに、EWと PWの項目が個人的側面の well-being 

に終始していることを課題として社会的な 5つの機能 

 (社会的貢献(感)social contribution、社会的統 

合(感)social integration、社会的実現(感)social 

actualization、社会的受容(成)acceptance、 

社会的一貫性 social coherence)を評価する項目を 

SW に対応させている。特に SW は、地域への帰属 

感や信頼感および愛着など、自身が所属する社会構造

やコミュニティのなかで、環境をどのように感じ機能

しているかを評価する重要な因子として位置づけてお

り、この点に hedonicあるいは eudaimonic well-

being を含む他の幸福感を評価する尺度との相違があ

る。 

MHC-SFは得点パターンによって、flourishing、 

moderate、languishingへの連続的状態に分類してい

る。flourishingとは「活性感・活性化状態」を示し、 

表 4の 3つの下位因子で、EW3 項目のうち 1項目以上か

つ SWと PWを合わせた 11項目のうち 6項目以上 

で、「ほぼ毎日」あるいは「毎日」と回答した高得点 

の者を指し、人生に対してホジテイプな感情を強く感

じ、心理的かつ社会的に機能している状態とされる。 

反対に languishingは「消耗感・消耗状態」を示し 

flourishing とは反対に、表 4の EW3項目のうち 1項目

以上、かつ SWと PWを合わせた 11項目のうち 6項目以

上で「月に 1‐2度」あるいは「まったくない」と回答

した低得点の者を指し、人生に対するポジティブブな

感情を欠き、心理的かつ社会的にうまく機能していな

い状態とされる。moderateは flourishingと

languishing のどちらにも分類されない中間状態を 

指す。Keyesによる 1995年の調査から flourishingの

割合は全体の 18.1 %であり、この状態にある者はうつ

病のリスクは languishing より約 6倍低いことが 

示された8）。また、flourishing ではない者は死亡率が

1.62 倍高いことも示唆されていることから心身の健康

や生命予後と関連している分類である。 
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日本人では筑波学園都市 2018 年に 7251名の健康成

人を対象とした調査では MHC-SF-Jは 28.7点/70点で 

あった。高齢者調査では MHC-SF-Jは 34.4点/70点で 

あった9）。 

著者が 2021年 12月と 2022年 3月に実施し 

たところ、46点、63点であり、後者では flourishing 

に分類された。4ヶ月間での変化の原因として、家族、

友人、仕事環境に変化があり、1点の調査でなく、 

継続的にみる事の重要性が示唆された。 

 客観的かつ科学的に幸福度を測定できる最も有用なツー

ルと考える。 

 

3. 幸福度を構成する優先順位 

 

3.1 Blackhawk Engagement Solutions の調査 

米国の 1851人の労働成人へ Blackhawk 

Engagement Solutions は幸福の重要な要素をする

ため 2015年全国調査を参考に 12 項目（家族・友

達・健康・趣味・コミュニティ・食事・家・仕事・

ペット・音楽・休暇・スポーツチーム観戦）を１−

12位までランキング記入調査した。上記の順位で

あった。幸福度の項目で家族を選択した１−３位の

割合は 88％、友達は 43％、健康は 41％に対して、

仕事は 17％と低値であった。仕事は 67％が幸福度

に重要な因子と答え、51％が人生において、他の要

素と比べて仕事が重要であると答えた10）。 

 

3.2 平成 21 年度国民生活選好度調査 

内閣府「平成 21年度国民生活選好度調査」問 3よ

り経済社会総合研究所にて特別集計では、9項目（健

康・家族・家計・自由時間・就業・友人・生きがい・

職場・地域）で幸福度を判断する際の重視する項目

を調査した。右記の順位であった11）。日本人は家族

より本人の健康を重視し、友人の重視度が低いのが

欧米との違いである。また家計と well-beingの関係

性について日本は 3 位と上位項目になっており、貯

金や老後への生活への不安のためと推察される。欧

 
9）大片久,ポジテイプな精神的健康をとらえる日本語版Mental Health 

Continuum Short Form (MHC-SF-J)の高齢者における妥当性と信頼性の

検証,老年社会学,2021.43.262-273 

 

10）Happiness Study Blackhawk Engagement Solutions 

https://www.multivu.com/players/English/7539651-blackhawk-

engagement-solutions-survey/ （参照 2022-06-12） 

米との違いが検証する必要性がある。 

 
表 5.出所：内閣府「平成 21 年度国民生活選好度調査」 P4  

https://www5.cao.go.jp/keizai2/koufukudo/shiryou/2s

hiryou/2.pdf （参照 2022-06-12） 

 

3.3 Boston Consulting Group の調査 

SEDA（sustainable economic development 

assessment）の 10項目を経済（所得水準・経済の

安定性・雇用）、社会への投資(ヘルスケア・教

育・インフラ)、サステナビリティ（平等性・シビ

ルソサエティ・ガバナンス・環境）を調査してい

る。社会的不平等の方が所得格差よりも well-

being に与える影響が大きいことを明らかした。社

会的不平等とは、高度医療や教育へのアクセスなど

における格差をなど指す。一般的に政策検討の議論

において社会的不平等は、所得格差よりも注目され

にくい傾向にある。日本は全体的には改善傾向には

あるが、環境対策など一部の分野では改善の余地が

ある。日本の 2020年の SEDA スコアは 76.2で 16位

となり、2008年（73.9）と比較してやや上昇して

おり、全般的な well-beingのレベルは上がってい

る。各国との相対的な位置づけをみても、日本は高

水準かつ上昇傾向であった12）。 

11）内閣府「平成 21 年度国民生活選好度調査」

https://www5.cao.go.jp/keizai2/koufukudo/shiryou/2shiryou/2.pdf 

（参照 2022-06-12） 

 

12）Boston Consulting Group の調査 

https://www.bcg.com/industries/public-sector/sustainable-economic-

development-assessment（参照 2022-06-12） 

https://www.multivu.com/players/English/7539651-blackhawk-engagement-solutions-survey/
https://www.multivu.com/players/English/7539651-blackhawk-engagement-solutions-survey/
https://www5.cao.go.jp/keizai2/koufukudo/shiryou/2shiryou/2.pdf
https://www5.cao.go.jp/keizai2/koufukudo/shiryou/2shiryou/2.pdf
https://www5.cao.go.jp/keizai2/koufukudo/shiryou/2shiryou/2.pdf
https://www.bcg.com/industries/public-sector/sustainable-economic-development-assessment
https://www.bcg.com/industries/public-sector/sustainable-economic-development-assessment
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上記の構成する要因を、現在の価値基準に合わせ

カスタマイズし、幸福度が高い母集団と低い母集団

での優先順位の違いや、同時期にグローバル間で検

討する事によって、高い well-being の構成要因を

抽出できると考える。 

 

4.幸不幸はどういった情報から来るのか 

S .Lyubomirsky13）らの報告では、人の持続的な

幸不幸は、どういった情報に起因しているかの調査

では幼児期の遺伝的影響が 50％、持続する幸不幸

が 40％（自発的な努力で変えることのできる幸不

幸）、一時的で持続しない幸不幸が 10％の割合で

ある事が示されている。 

 

表 6.出所：Toward a Durable Happiness， Jaime L. Kurtz  

Figure 2.1 http://sonjalyubomirsky.com/wp-

content/themes/sonjalyubomirsky/papers/KL2008.pdf  

（参照 2022-06-12）から作図 

また、どういった情報への介入が幸福度を上げる

かをみた学生の前向き研究では、何もしない群、6

週間で毎日 5つの行為を実施した群、週 1回 5つの

行為を実施した群では、人々または他の人を幸せに

する行為（献血、友人支援、年配の親戚訪問、元教

授に感謝の言手紙を書く）した群が、毎日実施する 

事で幸福度が最も上昇していた。 

次に、幸福スコアの調査では、介入の直前と直後

に幸福度の認知では、感謝の気持ちを伝達なし群、

週 1 回群、週 3回群で幸福度を比較したところ、週

1回群が最も高い幸福度を示しました。感謝の気持

 
13）Toward a Durable Happiness,Jaime L. Kurtz  

Figure 2.1  

ちは前向きな人生経験の味わいを促進、最大の満足

と楽しみを生み出す一方、過度に伝えすぎる事で、

快楽適応の効果を直接打ち消す可能性がある事が示

唆された。

 

表７.出所：Toward a Durable Happiness， Jaime L. Kurtz  

Figure 2.1. http://sonjalyubomirsky.com/wp-

content/themes/sonjalyubomirsky/papers/KL2008.pdf  

（参照 2022-06-12）から作図 

M.Taquetがおよそ 28000人の 127日からのスマー

トフォンデータで明らかにした研究では、モチベー

ションに関する多くの理論は、人間の行動が「快楽

原則」によって導かれることを強調している。この

原則によれば、私たちが日常的に行う活動の選択

は、負の感情を最小化し、正の感情を最大化するこ

とを目的としている。マルチプラットフォームのス

マートフォン・アプリケーションを用いて、およそ

http://sonjalyubomirsky.com/wp-

content/themes/sonjalyubomirsky/papers/KL2008.pdf 

（参照 2022-06-12） 

-0.175
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感謝の気持ちを伝達なし群 週１回感謝の気持ちを伝達 週３回感謝の気持ちを伝達

幸福度スコア

-0.2

0.4

-0.05

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6
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6週後の幸福度スコア

http://sonjalyubomirsky.com/wp-content/themes/sonjalyubomirsky/papers/KL2008.pdf
http://sonjalyubomirsky.com/wp-content/themes/sonjalyubomirsky/papers/KL2008.pdf
http://sonjalyubomirsky.com/wp-content/themes/sonjalyubomirsky/papers/KL2008.pdf
http://sonjalyubomirsky.com/wp-content/themes/sonjalyubomirsky/papers/KL2008.pdf
http://sonjalyubomirsky.com/wp-content/themes/sonjalyubomirsky/papers/KL2008.pdf
http://sonjalyubomirsky.com/wp-content/themes/sonjalyubomirsky/papers/KL2008.pdf
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28000 人以上の人々の活動と気分を平均 27日間に

わたってリアルタイムにモニターした14）。その結

果、人々の活動の選択は、「快楽的柔軟性の原則」

に従っていることがわかった。具体的には、気分が

悪いときには気分を高める活動（スポーツをするな

ど）を行い、気分が良いときには気分を低下させる

活動（家事をするなど）を行う傾向があった。これ

らの結果は人間の行動を形成するヘドニックな配慮

を明らかにするものである。人は感情と逆の行動を

形成する仕組みがあり、トレードオフを常に行いな

がら感情と行動のバランスとる事が、幸福度高める

事に寄与するかを更に前向きに調査する必要があ

る。 

将来的に、人間が短期的な幸福感の魅力を克服し

て、長期的な社会福祉的幸福を最大化する方法を研

究する事も重要と考える。 

 

5.おわりに 

本稿は、well-beingのスコアの変遷、構成する

因子、幸福度がどういった情報から来るのかについ

て論じた。各国での幸福度スコアの比較も重要であ

る一方、継続的にスコアを長期フォローしてゆくこ

とが重要と考える。その際には、母集団に最適なス

コアを選択することが必要になってくる。 

幸福度は心理特性（楽観性／悲観性、首尾一貫感

覚等）の影響が強く、例えば、首尾一貫感覚の強い

人は、年収や病気の有無にかかわらず幸福度が高

く、また現状を打開しやすくなると考えられてい

る。一方、日本人全体の well-being スコアが欧米

に比べ低いとの結果が出ているが、原因として幸福

学の教育体制や文化の違いが関係していると考え

る。欧米では幸福学の教育を幼少期から実施してい

る。一方、日本人のネガティブを愛でる文化として

「わびさび」文化がある。寂しさと美に情緒を感じ

る俳句など否定を受容する歴史を、積み重ねてきた

精神性も影響しているように考えられる。すなわ

ち、一概に全世界共通の well-being のスコアで調

査のみで判断する事なく、日本人・地域社会・所属

 
14）Maxime Taquet,Hedonism and the choice of everyday activities PNAS 

August 30, 2016 vol. 113 no. 35 P.9769–9773 

単位にあったスコアを開発し継次的にフォローする

事が重要と考える。 

最後に well-beingは個人のみならず、様々なス

テークホルダーにとっても重要な指標である。ただ

し、well-beingには哲学的な側面で「実在論」、

「観念論」があり、人が幸せであるかどうかは、本

人の心のなかだけでは決まらないこともあり、個

人、ステークホルダー双方のモニタリングが重要と

考える。持続可能な社会設計をする際に必要不可欠

な指標の開発が必要と考える。 

 



 

 

 

 

 

 

 

報告論文 

(研究ノート：Research Report) 

 

 

報告論文は審査・査読を行っておりません。 
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すし職人とすしコミュニケーション 
―鮨屋のオヤジは何故おこっているのか？― 

 
増子保志 

日本国際情報学会 

 

Communication with sushi craftsmen 
―Why is the sushi restaurant's father angry?― 

 
MASUKO Yasushi 

Japanese Society for Global Social and Cultural Studies 

 

１．はじめに 

初めて入る寿司屋ほど怖いものはない。町場の少

し草臥れた寿司屋に入るときでさえ、お化け屋敷に

でも入る様な勇気がいる。しかし、入るのに怖い飲

食店なんてほかにあるだろうか？確かに、初めての

飲食店に入るのには多少、ドキドキする時があるが、

寿司屋ほどではない。では、なにがそんなに怖いの

であろうか？ 

 エッセイストの玉村豊男は、「一見では入りにくい、

気難しそうな職人と面と向かうのも気詰まりで慣れ

ていないと馬鹿にされそうだし、なにから注文した

らいいのか？作法がありそうだけどわからない。食

べているものの値段も分からないし聞くわけにもい

かない。 

そして最後に教えられる支払い金額は、なぜかぴっ

たりと丸い数字になっている神秘的な 

“すし勘定”・・すしは、全くバリアだらけの食べ物

だった。」と述べている。1 

 鮨屋でのコミュニケーションでは、作り手（職人）

と受け手（客）の微妙な関係で成立するものである。 

 江戸前寿司の歴史の先行研究では、江戸前寿司は

庶民にとってファストフード的なものとして誕生し、

発展して来たものとされている。ファストフード的

な食べ物であった江戸前寿司がなぜ、すし職人の顔

色を窺いながら食するような“怖い寿司”に変化し

てしまったのであろうか。 

 本研究では、“怖い”と言われる鮨屋の職人像を探

る手掛かりとして、恣意的ではあるが、所謂「食通」

として名の通っていると考えられる、３人の著書、 

➀ 永瀬牙之輔『すし通』 

② 北大路魯山人『握り寿司の名人』 

③ 山本益博『東京・味のグランプリ』 

を選び、彼らの著作から、その言説が、どの様にす

し職人を語っているのかを考察する。さらに鮨屋に

おける作り手（職人）と受け手（客）のコミュニ―

ケーションを「すしコミュニケーション」と呼称し、

飲食業に於いては特殊と言える鮨屋の職人と客との 

せめぎ合い（本稿では「闘争」と呼称）の関係性に

ついて考察するものである。 

 

２．先行研究 

山内は、経営学の一分野としてのサービス科学の

観点から、飲食店を含めたサービス業におけるサー

ビス提供者と顧客の間のインタラクション（相互行

為）2についての研究の中で高級寿司店に関する研究

がある。山内によると、高級寿司店がメニューや値

段表を表示せず、店主は不愛想であるが、それはあ

えてそうすることで“自分のために仕事をしている

職人”を演出し、そうした店で食事をする客が“自

分を試し自分を表現する場”となっている。 

この状態を、「サービスしないサービス」とし、もし、

高級寿司店の店主が愛想たっぷりであれば、客にと

って相対的に地位が低下し、そのサービスは本来の

価値を失う可能性がある。このように、サービス提

供者と顧客との微妙なバランス関係の上で成り立っ

ていることを明らかにしている。3⁾ 

また、増子は、上記の山内の研究を参考にしなが

ら、高級寿司店の接客姿勢は、「自分のために仕事を
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している職人」像を自ら演出することで、食事をす

る客が自らを試したり表現する場となっているとす

る。4⁾ 

 

３．鮨屋のすし職人像 

１）永瀬牙之輔『すし通』にみるすし職人像 

永瀬牙之輔『すし通』の中では、「煙草屋は娘、魚屋

は若い衆、鮨屋はおやじが看板である。なかでも鮨

屋はおやじが看板どころか生命なのである。（中略）

名のある鮨屋のおやじの多くは「いっこく者」5⁾で

ある。いっこくを売り物にしているのではないかと

思うくらいにいっこくである」と述べている。 

河原も言うように、昭和初期の時点ですでに、寿

司屋に於いて店主自身がある種の「商品」の一部で

あったことが認識できる。 

永瀬は言う、「いっこく者」というキャラクターは、

いかにも江戸っ子が好みそうな職人像であり、実際

のところ、かつては「いっこく者な寿司屋のおやじ」

は多かったと言われている。 

 「鮨の食べ歩きを始めようとする人にとっては、

「お前の口には勿体ないが食わしてやる」といった

面構えを忍ぶだけの、あるいは味わうだけの忍耐が

必要である」とする。 

 たまたま飯を醤油丼の中に落して、「握りがやわら

かいな」とでもささやいてみよ。 

たちまち「むすびじゃござんせんぜ」と逆ねじを食

うことはうけあい、「サビがきかないね」といえば「生

意気にとろなんて食うからさ」とこっぴどくやられ

る。 

 何を言っても昨日今日の駆出しの客には歯が立た

ないほどいっこくで、頑固者が多い。 

 そして、一徹くらいなおやじでなければ美味しい

鮨は握れないものらしい。 

金を払って、叱られて、それでも帰りには「ご馳走

さま」の一言ぐらい言いたくなるほど美味しい店も

東京中にはたくさんある。ぜいろく6に言わせると、

金を払ってご馳走さまもないものだというのが、江

戸前の鮨屋と江戸っ子の客には金銭以外に意気の取

引があるのである。ぜいろくにはそれが解らない。 

判らないのがぜいろくのぜいろくたる所以である。 

 意気の取引！ そこにおやじのいっこくが生まれ、

客の「ご馳走さま」が自然と湧いてくるのである。

しかししたがってそこに味も湧いてくるわけである。 

 おやじの心意気はつけ台の上に、たえずピチピチ

と動いている。たとえば握ってつけ台の上に置く鮨

が三つも四つも並んでしまったらもういけない。「お

前の口には俺んちの鮨はわかるめえ」という顔色が

はっきり浮かんでくる。おやじが握ってぽんと置く

と、客はちょっとつまんでぽんと口へほうり込む。

ぽんと置く、またぽんと口へ。この気合が客にとっ

て大切なのである。そしてこれは反対に、間抜けな

おやじには逆にこっちから注文してもいいことであ

る。 

 とにかく、主人の気性が一脈通ずるところがなけ

ればならないのは、他の食通と板前の腕とのピッタ

リ合ったところをとるのと全く同様である。酒井真

人君のように威勢の良いおやじの握った鮨を食うと

喧嘩がしたくなるというのもちょっと困るが、しか

し面白い話であって、こうなると鮨屋もさぞ食べさ

せがいのあることだろう。 

 以上の様に、「いっこく者」であるすし職人のおや

じとのコミュニ―ケーションの手段として、何らか

の言葉ではなく「意気の取引」という不可視的な要

素が重要な位置を占めるとしている。 

 

２）北大路魯山人『握り寿司の名人』にみるすし職

人像 

北大路魯山人7⁾は『握り寿司の名人』の中で、『銀

座・久兵衛』8⁾の初代主人・今田寿治氏のことを次

のように、表現している。 

「彼には彼の寿司観があって、結局まぐろはそう

大きくきるものではない、という先入観を信念とし

て、魚の切り方には、彼の気骨にも似ず貧弱な切り

具合が見られる 

 おそらくそれは、彼が幼少育ったみすじという寿

司屋の影響によるところが大だいであると考えられ

る。このみすじという寿司屋は、かつて宮内省くな

いしょう等への出前、何百人という出前を扱った寿

司屋であるというから、名人芸を云々うんぬんする

よりも、むしろ事業的に成功した寿司屋であったよ

うに思われる。そこで育ったのが久兵衛で、彼に名

人芸があるとすれば、これは生得しょうとくで主人



日本国際情報学会誌『Kokusai-Joho』 7 巻 1 号                      2022 年 7 月 24日発行 

 

51 

 

から教えてもらったものではあるまい。それで魚肉

を薄く切る陋習ろうしゅうが今に残っているものと

思う。 

 およそ先入観とは恐ろしいもので、誰であっても、

一度身についた先入観は容易に改められないもので

ある。ある時寿司台の前に座す客が、彼に「もう少

し厚く切ってくれ」と希望をいった。彼は「寿司で

すからね」といい切った光景を私は隣席で見たが、

遂に彼は改めなかった。まぐろというものはむやみ

に厚切りするものではないという彼の信念が表われ

ていておもしろい。」9⁾ 

河原によると、魯山人は「私は隣席で見たが」と

書いているが、件の要求を断られた客が実は魯山人

その人で喧嘩になりかけたという。魯山人は、「倍く

らいの厚さにしたほうがいい」と主張したのに今田

氏が信念を曲げなかったことをネガティブに書いて

いるようだが、このエピソードは、すし職人の気質

を表す例を示すものであろう。10⁾ 

魯山人は単なる食通ではなく、自分自身も包丁を

握り、盛り付け用の皿を探す過程で自身が陶芸家と

しても名声を得た人物であり、この時の魯山人は客

側の人間であり、今田氏はいわば自分の店の商品を

演出する側であったわけである。そして、魯山人の

進言は久兵衛という舞台の演出には合わないもので

あったため、すし舞台での演出家としての今田氏が

従わなかったというエピソードである。 

 例え、客がどの様な背景をもった人物であれ、ゆ

るぎない信念を持っていることがすし職人として必

要なものとして表現されていると考えられる。ここ

でのキーワードは「信念」である。 

 

３）山本益博『東京・味のグランプリ』 

「大通りから一歩入った路地でひっそりとさりげ

なくすしをにぎる名店。すしをにぎる職人は主人は

ひとり、すし屋として理想形である。 

 だいたい、東京のすぐれた飲食店に共通している

ことは、働き手が少人数の店で、家族だけでやって

いる店がやはり多い。しかも、そんな店へ入ったと

しても「らっしゃーい」といった威勢のよい歓迎は

けっして受けない。かえって客のほうが品定めをさ

れるような迎えられかたである。すし屋であるなら

ば、すしを食べに来た客が、それとも酒を飲みに来

た客か、といった具合に。 

 いわばそれは「無愛想の愛想」だが、こういう店

のほうがかえって味に間違いがない。客に愛想を振

りまく分、腕のよい職人は料理に愛情を注いでいる

からである。この無愛想を冷たいと取り違えてしま

うと、東京の職人の小粋な精神は永遠に理解できな

いだろう。 

 だから、この店ではすしを食べながらこの主人の

人柄を食べることになる。古いものの良さを守り、

潔癖をつらぬく心意気は、にぎるすしにもそのまま

現れる。すしと客の間に立つのではなく、すしがい

つでもおいしい状態にあるようにと徹底してすしの

立場に身を寄せる職人だから、その味と相容れない

ということでウイスキーも置かなければ、つけ台で

食べなければにぎりの本領が出ないということで折

詰すら頑固につくろうとしない。11⁾ 

そもそも落語評論家であった山本が、「仕事のして

あるすし」というフレーズをつくり、世に広めたの

が山本である。 

山本は、長年飲食店を食べ歩き食べ続けてきた結

果として、食事をする上で、何が最も大切かと言う

と「おいしいものを食べたい」よりも「おいしく食

べたい」と主張する。その中で、すしを食べながら

この主人の人柄を食べることになるとする。ここで

のキーワードは「無愛想の愛想」である。 

以上、３者のすし職人像は、「いっこく者」で「無

愛想」で自分の「信念」を貫き通す、通常の飲食業

では考えられない客の立場を加味しない職人像であ

る。しかしながら、その職人像をすし職人の利点と

して肯定的に評価しているのが興味深い。 

 

４．すし職人とすしコミュニケーション 

鮨の調理人は何故か職人と呼ばれる。調理人でも

料理人でもなく鮨職人の呼び名が似合うのは江戸前

の伝統を受け継ぎ技術のみでなく江戸っ子気質まで

伝承されていると思われているからであろう。 

愛想のない親方（大将）がいて、品書きもなく、

値段も分からない。この時点ですでに、親しみやす

さや分かりやすさを重視する通常のサービスの規範

を外れている。 
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恐る恐る鮨を注文すると、カウンター越しにポンと

握りが出てくる。普通のレストランであれば、これ

は何々ですといった料理の説明があってしかるべき

なのに、何も言われない。緊張しながらそれを口に

入れて、何か言わないといけないかなと思って「お

いしいですね」というと、親方ににらまれたりする

場合もある。お金を払っている人が緊張して、動揺

し不安になるという興味深い現象が起きている。 

然し乍ら、これが鮨屋という世界の作法なのであ

る。“通 ”と言われる客は、上記の様な無駄のない

もてなしを当然のものとして受け止め、自分もまた

黙って鮨を食べて満足できる。けれども鮨屋に慣れ

ていない一般人は「自分は何か間違ったことをした

だろうか」といたたまれない気分になってしまう。

つまり自分が否定されているのではないかと不安を

抱く。 

対して、店側は「うちのサービスは客の知ってい

る世界とは異なる、もっと格が上なのだ」というこ

とを示すため、あえて素人の客に理解できないよう

にサービスを構築していく。その理由は、敷居の低

いサービスは、客にとってそれほど価値のあるもの

に映らないからである。 

緊張を強いるサービスは本来のサービスの概念か

らすれば、真逆のものではあるが、緊張を強いるサ

ービスに人はなぜありがたみを感じるのかといえば、

逆に自分が否定されることで客は自己を確かなもの

として感じることができるからである。 

例を挙げると、ファストフードのような画一化さ

れたサービスでは、客も店員も匿名性が高く、その

人がどういう人間であるかがそれほど問題にされる

ことはない。心理的には、気楽ではあるものの、高

品質のもてなしを受けたという実感が湧くことはな

い。これと正反対の位置にあるのが鮨屋のサービス

ということである。 

鮨屋では、客と店員がそれぞれに自己を呈示して

いるのです。そのせめぎ合いの中で、店側は客に対

して、うちのサービスは高度だが、あなたはどうい

う人なのかと問うている。それにそつのない素振り

で応じることで、客は自分を卓越化しようとするわ

けです。緊張感のあるやりとりの中で両者が互いに

力を見せ合い、そして相手の力を認めていく、この

状態を山内は「サービスにおける闘争」と呼んでい

る。12⁾ 

本来であればフレンドリーさが求められるはずのサ

ービスに、なぜ闘争状態が持ち込まれるのか。その

理由をもう少し詳しく考えてみます。そこには２つ

の側面がある。 

１）客は闘争に巻き込まれざるを得ないという消極

的な面。 

例えばカフェでコーヒーを美味しいと思うとか、

レストランでステーキの味に満足するという場合、

自分が主体となって客体として提供されるサービス

を評価しているという前提に立っている。つまり主

体と客体が分離されていることになる。 

しかし、この主客分離は本当に可能なのかどうかと

言うと、サービスは客も一緒に参加して「共創」13⁾ 

するものなので、主体は客体に絡み取られている。

サービスの価値が問題になる時、そこに絡み取られ

た客自身の価値も問題となる。先の鮨屋の話でいえ

ば、そこで提供されるサービスは慣れていない人に

は難解で、ともすると居心地の悪いものである。高

度なサービスに追いつけていない客としての自分が

問題となる。他方、所謂通の人達は、自分がそのサ

ービスにふさわしい知識と経験を持った客としての

自分を意識する。従って、客はサービスを受けるに

あたって、自分がどういう人間かを問題にせざるを

得なくなる。値段の張るワインを飲んで「おいしい」

というだけでは、月並みな言葉でしか表現できない

人だと思われてしまう。書店で本を買うときも、誰

かに頼まれた不本意なものだったら、自分の買い物

ではないというアピールをさりげなくしてみる。そ

れはサービスの提供者に対する自己表明であり、誰

もが思い当たることだと思われる。 

つまり、客はサービスに巻き込まれる存在である

と言える。サービスから距離を取って、ワインがお

いしければ素直にそう言えばいいのに言えない。サ

ービスはそういう世界であり、主体が巻き込まれる

のは避けがたいことなのです。従って自分がどうい

う人間かを常に示さないといけない。それが闘争を

生み出す消極的な側面ということである。自分を認

めてもらいたい欲求が闘争状態を求める 

２） サービスにおける闘争における積極的な側面。 
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一方的に何かを与えられて人は、本当に満足でき

るものでしょうか。たやすく攻略できるゲームや、

何の苦もなく成就する恋愛に、人はどれだけ熱中す

るでしょうか。多少の難しさがないと、ということ

は最初に自分を否定されるような機会がないと、そ

れに魅力を感じにくいものである。 

一例として、主人と奴隷の弁証法的関係を見てみ

ると、奴隷は無条件に主人を肯定するので、主人は

承認欲求を満たすことができます。しかし、その承

認は自分に従属している人からの承認なので、すで

に意味がない。承認を得られているけれども、それ

は承認でないという矛盾が起きているわけである。 

これをサービス分野に適用してみると、客はお金

を払うことで店員から承認されます。しかし、それ

は形式的なものであって、客の人間性に対する心か

らの承認ではありません。客が本当に自分を認めて

もらうためには、否定的な関係からスタートして、

自分の人となりを証明して最終的に承認を受けると

いう、ある程度の緊張感が必要となる。 

山内によると、ここに闘争という概念の積極的な

意味を見出すことができる。自分を認めてもらいた

い。他の客とは違うという目で見てもらいたいとい

う、その欲望が闘争としてのサービスを求めるとも

いえるのである。故に鮨屋のオヤジがあのようにふ

るまうのは、合理的なことと言えるのである。 

 

５．おわりに 

「すし匠」の主人である中澤圭二は、「鮨屋はさら

しの商売です。出す人と食べる人の相性があります。

互いの呼吸があります。半分は、人間同士のぶつか

り合いで成り立っている商売なのです」という。さ

らしの商売とは、自分をさらけ出して勝負する商売

ということである。14⁾ 

鮨屋の職人は、特殊な料理人である。カウンター

越しに客と対峙し、その場で握ったものを提供する

だけでなく、時には客の話し相手にもなる。対面の

商売はごまかしが効かない。隠れる場所もない。客

が席に着いた瞬間から、すべての視線は自分に注が

れ、ツケ場は劇場の舞台と化すのである。 

お鮨って不思議なことに、同じシャリと同じネタ

で握っても、人が違えば味も違う。なぜかと言うと、

一貫のお鮨に職人のすべてが出てしまうかららしい。 

すし職人に言わせると、自分の人生がお鮨にぜん

ぶ現れる。だから怖い。でも、だから、おもしろい。

若い頃は自分がどういうお鮨を握ればいいかもわか

らないんですが、いつまでも先輩や親方の真似をし

ていてはダメなんですね。一貫の握りの中に自分の

個性を出していかないと、一人前の鮨職人にはなれ

ないんです」 

カウンターでお客さんと相対しているので、同じ

マグロを握るにしても、所作や言葉遣いなど、そう

いう要素ですべてが変わってしまいます。その場の

雰囲気、空気も含めた、独特のすしコミュニケーシ

ョン能力が必要とされるのである。作り手がいて、

食べ手がいて、間に寿司というものがある。鮨屋の

世界はまるで一つの舞台のようなものである。 

 

（参考文献） 

永瀬牙之輔『すし通』四六書院、1930 年。 

北大路魯山人「握り寿司の名人」『魯山人著作集』五

月書房、1993 年。 

池波正太郎『男の作法』新潮社、1984 年。 

池波正太郎『江戸の味を食べたくなって』新潮社、 

2010 年。. 

山本益弘『東京・味のグランプリ』講談社、2002

年。 

文藝春秋『握りの真髄』文藝春秋社、1994 年。 

中澤圭二『鮨屋の人間力』文藝春秋社、2007 年。 

山内裕『闘争としてのサービス‐顧客インタラクシ

ョンの研究』共立出版、2015 年。 

河原一久『読む寿司』文芸春秋社、2019 年。 

山内他『京大変人講座』三笠書房、2019 年。 

（参考 Web） 

山内裕「客を否定する“闘争的サービス”が支持さ

れるのはなぜか」 

https://www.worksight.jp/issues/1085.html 

 
1⁾ 玉村豊男『回転スシ世界一周』世界文化社、2000 年 7 月、p42。 
2⁾ インタラクションは、英語の「inter/相互に」と「action/作用」を合成した

もの。 基本的な意味は「人間が何かしらのアクションを起こしたとき、相手

側のシステムなり機器がそのアクションに対応したレスポンスをする」という

こと。 
3⁾ 山内裕「客を否定する“闘争的サービス”が支持されるのはなぜか」 

https://www.worksight.jp/issues/1085.html （2022 年 6月 26 日アクセ

ス） 

https://www.worksight.jp/issues/1085.html


日本国際情報学会誌『Kokusai-Joho』 7 巻 1 号                      2022 年 7 月 24日発行 

 

54 

 

 
4⁾増子保志「高級江戸前寿司に於ける作法とサービス」『国際情報研究』

18 巻 1 号、p3-p10。 
5⁾ いっこく者：頑固で自分を曲げない者。 
6⁾ ぜいろく：関東の人間が上方の人間をあざけって言う言葉。 
7⁾ 1883年〈明治 16年〉3月 23日 - 1959年〈昭和 34年〉12月 21日）は、

日本の芸術家。食通としても知られる。 
8⁾ 東京都中央区銀座に本店を構える寿司屋。1935 年に今田壽治によっ

て創業され、「与志乃」、「奈加田」とともに銀座御三家と称された高級寿

司店で、軍艦巻の考案など新しい江戸前寿司のスタイルを提供したこと

で知られる。 
9⁾ 北大路魯山人『握り寿司の名人』 
10⁾ 河原『読む寿司』P172-173 。 
11 ⁾山本『東京味のグランプリ』p32。 
12⁾ 山内「客を否定する“闘争的サービス”が支持されるのはなぜか」 

https://www.worksight.jp/issues/1085.html （2022 年 6月 26 日アクセ

ス） 
13⁾ 共創（コ・クリエーション）とは、多様な立場のステークホルダーと対話

しながら、ともに新しい価値を生み出していく考え方のこと 
14⁾ 中澤圭二『鮨屋の人間力』p154。 



日本国際情報学会誌『Kokusai-Joho』 7 巻 1 号                     2022 年 7 月 24日発行 
 

55 
 

人は未知の他者をどう呼ぶか 
―インターネット投稿からの再考― 

 
加藤 香須美 

日本国際情報学会 

 
 

 

序論 

我々は未知の他者をどう呼んでいるか。その状況

や場面はどのような場合があるか。日本語の呼称は

相手との関係やその時の状況によって決まる（緒方

2015）。見知らぬ人と呼ぶ人との関係は双方が知らな

い人同士の関係であるが、年が上であるか下である

か、男であるか女であるかなど見た目によってなん

らかの呼びかける言葉を使っている。状況や場面は、

目の前を通った見知らぬ人が物を落とし、それを拾

ってその人に呼びかけようとする時や、一時的にそ

の場に居合わせた人になんらかの必要が生じて話し

かける時などが思い浮かぶ。反対に、見知らぬ人か

ら呼びかけられた時はなんと呼びかけられただろう

か。 

滝浦（2022）は、現代日本語で未知の他者に「ちょ

うどよく」使える呼称がないと述べている。「ちょう

どよく」というのは、未知の他者を呼ぶ状況や場面

があって、実際になんらかの言葉を使って呼んでい

るのだが適切なものが見当たらないということであ

る。 

そこで、１章では先行研究をもとに未知の他者を

呼ぶちょうどよい呼称がないことの原因について説

明する。２章では、日本人が未知の他者をどのよう

に呼んでいて、それに対してどう感じているかを、

インターネット上のブログや質問サイト等への投稿

から分析する。 

1 未知の他者に使う適切な呼称がないのは

なぜか 

1.1 呼称の遠近からの説明 

 滝浦（2022）は、親しい関係では相手の名を呼ぶ

が、親しくない場合に相手の名を呼ぶことは相手の

私的領域に近づき過ぎて相手を軽んじることになる

と述べている。遠い関係は尊び、敬意を払う。なら

ば個人の名前を呼ばず遠い呼称を使うのがいい。こ

の論理からいうと、そもそも見知らぬ人とは関係が

構築されていない相手であるので関係は非常に遠い。

遠い相手には敬意を払い遠い呼称を使うのが良しと

されているので、なにか遠い敬称を使うべきである。

そこで何を使うか。そもそも名前は知らないわけだ

から、苗字を呼ぶこともファーストネームを呼ぶこ

ともできない。相手の社会的立場も職業も知る由も

なく「先生」や「社長」などの地位名称も使うことは

できない。残るは、目の前の相手を示す人称詞（対

称詞）「あなた」や「君」などである。 

「あなた」や「君」などの対称詞は会話において話

し手と聞き手との二者関係の中で直接的な人間関係

を示す直示である（田窪 1997）から、極めて近い表

現となるため関係の遠い相手に対して敬意を表すこ

とができない。すなわち対称詞はどれも失礼になる

ので親しくない人には使えない。金井（2002）も会

話において直接指し示す性質が失礼さの原因だとし、

それは人に指差しを行うのが失礼なことと同様の現

象であると考えている。また、金井（2003a）は、そ

の失礼さを回避するためには二人称名詞（ここでは

「あなた」）から固有名詞（相手の名前）、そして固

有名詞から普通名詞（地位名称たとえば課長など）

とどんどん間接的になるよう選択を行っていくこと

だと指摘している。見知らぬ人の場合、地位名称も

名前もわからないので選択肢として「あなた」など

の対称詞が残るが、これが強い失礼さを有する（金

井 2003a）ため最終的に見知らぬ人に使える呼称はな

いということになる。 

1.2 敬意漸減からの説明 

 前項で説明した「あなた」は、現代日本語では失
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礼というのが前提になっている。かつて「あなた」

は「彼方」（場所を示す）であり、「貴方」（敬称）で

あった。敬称であった「あなた」がその価値を落と

してきたのは、日本語ではつねにより遠い呼称が求

められているために敬意をもって使われていた呼称

が卑称に変わるという（滝浦 2022）「敬意漸減」とい

う現象によるものである。敬意が下がった二人称代

名詞は「あなた」だけでなく、「お前」「貴様」などが

ある。「お前」は「御前」がぞんざいな言い方に下が

り、「貴様」に至っては高い身分を示す「貴」に「様」

という敬称までついているにも関わらず現代では相

手を罵るときに使われる。よほど腹に据えかねるこ

とでもない限り、見知らぬ人に使える言葉ではない。 

橋口（1998）は、近世から現代までの文献から「あ

なた」が敬意を失う過程を追い「敬意逓減の法則」

であると説明している。その中で stranger(見知らぬ

人)に対する使用例として「あなたどなたですか。」

「あなたずいぶん失礼ね。」を挙げ、「あなた」は疑

いや非難を表現しうると言っている。そういう状況

でなければ、「あなた」を使わないのが自然である。 

2 未知の他者をどう呼ぶか 

2.1 親族名称で呼ぶ 

「お母さん」「お父さん」「おばさん」「おじさん」「お

ばあさん」「おじいさん」「お姉さん」「お兄さん」と

いった親族名称を挙げ、特に知らない人から「お母

さん」と呼ばれることに不快感を抱くことが記され

ていた。また「おばさん」「おじさん」「おばあさん」

「おじいさん」と呼ぶのも失礼であるが、「お姉さん」

「お兄さん」は良さそうである1）。見知らぬ人から親

族名称を使って呼ばれた時に不快に感じるのは、相

手との関係にその役割がないからである。「奥さん」

「だんな（さん）」「ご主人」といった言葉も然り、そ

う呼ばれて不快に受け止めた記事は「呼称ハラスメ

 
1 )  https://noji-rei.hatenablog.com/entry/how-to-call/  2022.05.19 

11:30 アクセス 

2) https://www.news-

postseven.com/archives/20201227_1623745.html?DETAIL 2022.05.20 

10:00 アクセス 
3) https://gingerweb.jp/timeless/person/article/20211207-danmitsu-49 

2022.05.19 12:30 アクセス 
4) 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1212832232 

2022.05.20 20:00 アクセス 

ント」と主張する2）。しかしながら「おねえさん」に

関しては自分より年上でも年下でも、その女性に失

礼がないのではないかとの見方を示すものもあった
3）。「おねえさん」（「おにいさん」）については、虚構

的な用法で相手との近さを意図した（滝浦 2008）表

現で、他の親族名称のほとんどが近さを意図したり

年齢の高さを下に見たりすることで不快感を与えて

いるのに対し、失礼さがないと感じられているのは

なぜか考察の余地がある。 

2.2 地位名称で呼ぶ 

 客引きが通りがかりの人を呼び込むときに「社長

さん」（シャッチョさん）と呼ぶ。特にフィリピンパ

ブや海外の偽物ブランド店の店員といった社会集団

に属している人が日本人に向けて使う言葉である。

見知らぬ日本人の社会的地位が「社長」でなくても、

誰に対してもそう呼ぶ。相手を気持ちよくさせて客

になってもらうためのセールストークで、日本人＝

金持ち→「社長」という図式である4）。 

2.3 ゼロ呼称 

 一方で、見知らぬ相手には「すみません」や「こん

にちは」などの挨拶を用いて注意を引き、呼称を使

わないとするものも見られた5）。緒方（2015）は呼称

を使わないということは、相手との待遇関係を明示

しない方法であり、意図的な理由をもって使われて

いないためひとつの呼称表現であるとして、それを

「ゼロ呼称」と呼んでいる。 

2.4 対称詞で呼ぶ 

 日本語には対称詞「あなた」があるので「あなた」

を使えばいい6）とする意見も見られたが、反対にダ

イレクトメールでさえ見知らぬ人に「あなた」と呼

ばれるのは不快7）という主張もみられた。「君」につ

いては「あなた」より見知らぬ人には使いやすいの

ではないだろうか。しかし年上男性から女性へ、女

5) https://ja.hinative.com/questions/18347551 2022.05.19 13:20 アクセ

ス 

6) https://www.news-

postseven.com/archives/20201227_1623745.html?DETAIL 2022.05.20 

10:00 アクセス 
7) https://www.newsweekjapan.jp/stories/culture/2020/05/post-

93350.php 2022.05.20 20:30 アクセス 

 

https://noji-rei.hatenablog.com/entry/how-to-call/
https://www.news-postseven.com/archives/20201227_1623745.html?DETAIL
https://www.news-postseven.com/archives/20201227_1623745.html?DETAIL
https://gingerweb.jp/timeless/person/article/20211207-danmitsu-49
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1212832232
https://ja.hinative.com/questions/18347551
https://www.news-postseven.com/archives/20201227_1623745.html?DETAIL
https://www.news-postseven.com/archives/20201227_1623745.html?DETAIL
https://www.newsweekjapan.jp/stories/culture/2020/05/post-93350.php
https://www.newsweekjapan.jp/stories/culture/2020/05/post-93350.php
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性から若い男性へと限定された使い方のように思う。 

「あなた」は使わない、日本語は主語が省ける、つ

まり前節の「ゼロ呼称」を選択する人が多数である。 

3 未知の他者に「あなた」を使う場合 

ここで次の文を参照する。 

 『あなたの目の前で物を落とした人がいます。あ

なたはそれを拾って過ぎ去ろうとするその人になん

と呼びかけますか。』 

この文には「あなた」が使われているが不自然で

はない。不特定（多数）の見知らぬ人に向けた文で

あるからだ。アンケートや広告、CM など、相手を特

定しない場合には違和感を抱かない。談話における

「話し手」と「聞き手」といったその場に二者が存

在する場合と違い、「あなた」と呼びかけた側と呼び

かけられた側に直接的関係がない。談話の場合の「あ

なた」は直示であるがこの場合の「あなた」に直示

性がない。社会関係非表示であると米澤（2016）は

指摘している。 

 しかし２章で紹介したように、ダイレクトメール

で「あなたは…」と使われていたことに不快感を覚

えた人は、ダイレクトメールの送付側を見知らぬ人

として相手との社会関係を見出したのかもしれない。

単なるアンケートとは違い、広告性を帯びるものは

直接購買者に働きかける力があってこそ効果がある

ためと考える。受け手が不特定多数の人であっても、

書かれたものの性質によって受け手の印象が変わる

か興味深い。 

4 おわりに 

本稿２章において、世間一般に見知らぬ人を何と

呼ぶか、知らない人から何と呼ばれてどう感じたか

インターネット内の記事で観察した。その結果「お

姉さん」を除く「親族呼称」や「対称詞」では不快、

失礼とするものが多く、適切な呼称ではないことが

見られた。この現象は１章で説明した関係の遠い人

に敬意を表す、いわゆる失礼にならないためには遠

い呼び方をするのがよいとする知見が当てはまる。

また「対称詞」を使うことは、敬意漸減の法則によ

り敬意が下がった呼称を使う違和感や不快感を招き、

適切さを欠くことがわかった。 

 地位名称は特殊な社会集団に使われる役割語の性

質が強く、見知らぬ人全般に対する呼称としては使

えない。臨時的呼称の「職業＋さん」は職業がわか

っていて相互の関係が明らかな場合に限る。「黄色の

帽子の方」などは呼称とは言えない。 

 したがって、未知の他者に使う適切な呼称はなく、

呼称を使わないで呼ぶストラテジーが最も無難とい

う結論をみた。とはいえ、「おねえさん」（男性に対

しては「おにいさん」）が年齢を問わず失礼さがない

という理由で適切な呼称となり得るかどうか、今後

の課題としたい。 
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編集後記 

 

本年度も無事に『Kokusai-joho』第 7 号を発行することができましたことは、

ご投稿頂きました方を始め、本会員の皆様のご協力の賜物と大変感謝しており

ます。 

『Kokusai-joho』は “新たな学問の「自由」な地平を求めて”を掲げ、一定

成果が表れてまいりました。そこで本号より J-STAGE に公開することで更に多

くの読者にお届けすることになりました。 

今後とも、益々充実する予定です。引き続きまして、何卒、ご支援をよろしく

お願い致します。 


